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臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法

施行規則の一部を改正する省令の施行等について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事等宛に標記の通知が発出され

るとともに、本会に対しても周知方依頼がありました。

　本件は、検査技術の進歩等に伴い、いわゆる遺伝子検査の実施など衛生検査所に

おける検査業務が大きく変化していることを踏まえて登録基準の見直しを行い、併

せて、衛生検査所の基準の改正に準じて病院又は診療所の施設における委託基準の

見直しが行われたものであります。

　また、関連通知についても「衛生検査所指導要領」及び「医療法の一部を改正す

る法律の一部の施行について」の一部が別添新旧対照表に示すとおり改正されるも

のであります。

　つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関及び医師会立臨床検査センター等への周知方につき、ご高配

のほどよろしくお願い申し上げます。

　なお、既に登録された衛生検査所についても、規則の適用を受けることから、各

都道府県知事より、平成23年3月31日までに報告を徴収されることになってお

りますが、いまだ報告がなされていない場合には、都道府県行政に確認していただ

きますよう併せて周知方よろしくお願い申し上げます。





幌

医政発0223第2号

平成23年2月23目

社団法人日本医師会会長殿

臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法

施行規則の一部を改正する省令¢）施行等について’

　今般、臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正

する省令の施行等について、別添のとおり各都道府県知事、政令市市長及び特別

・区区長あて通知したので、御了知いた・だくともに、傘下の会員に対し周知方，よろ

しくお願いします。
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厚生労働省医政局長

臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法
施行規則の一部を改正する省令の施行等について

　標記については、「臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規
則び）一部を改正する省令」（平成23年厚生労働省令第17号、以下「規則」
という、，）を公布し、平成23年4月1．日より施行することとしたところであ
る。規則の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、御了知いただく
とともに、本通知の趣旨等について、貴職から管下保健所設置市、医療機関及
び関係団体等に対し周知方お願いする。

記

第一　改正の概要・

　　　以下の事項を踏まえ、衛生検査所の登録基準等に係る規定について、所
　　要び）改正を行うものである。

1　衛生検査所の登録基準
　検査技術の進歩等に伴い、いわゆる遺伝子検査の実施など、衛生検査所
　における検査業務が大きく変化していることを踏まえ、登録基準の見直し
　を行うこととした。

2　人体から排出され、又は採取された検体σ）微生物学的検査、血清学的検
　査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査（以
　下「検体検査」という。）の業務

　　検体検査の業務を病院又は診療所の施設で受託する場合についても、検
　査技術の進歩等に伴い、検査業務が大きく変化している。この点を踏まえ、

　衛生検査所の基準の改正に準じて、委託基準の見直しを行うこととした。

第二　改正の要点



1　衛生検査所の登録基準
（1）検査分野の2次分類について
　　　次表のとおり、現行の検査分類の下に2次分類を追加する。

微生物学的検査 細菌培養同定検査

�ﾜ感受性検査
a原体遺伝子検査

血清学的検査 血清学検査

ﾆ疫学検査
血液学的検査 血球算定検査

潔t像検査
o血・凝固検査
ﾗ胞性免疫検査
�F体検査
ｶ殖細胞系列遺伝子検査
ﾌ細胞遺伝子検査（血液細胞による場合）

病理学的検査 病理組織検査

ﾗ胞検査
ﾆ疫組織化学検査
ｪ子病理学的検査
ﾌ細胞遺伝子検査　（血液細胞によらない
鼾〟j．

寄生虫学的検査 寄生虫学的検査

生化学的検査 生化学検査

A・糞便等一般検査
（2）検査用機械器具について
　　いわゆる遺伝子検査に用いる検査用機械器具を明記するなど、検査技
　術の進歩に対応した検査用機械器具を必置とするとともに、直示天びん
　等、使用頻度の落ちている検査用機械器具を削除する．・

2　検体検査業務
　　衛生検査所σ）登録基準に準じた改正を行う。

第三　関連する通知の改正
　　　第二の改正に伴い、「衛生検査所指導要領」（「臨床検査技師、衛生検査
　　技師等に関する法律施行規則0）一部を改正する省令σ）施行について」（昭

　　和61年4月15日健政発第262号）び）別添）及び「医療法の一部を改
　　正する法律の一部の施行について」（平成5年2月15日健政発第98号、
　　以下r平成5年通知」という。）の一部を、別添のとおり改正する。
　　　なお、改正の要点は以下のとおりである。

1　衛生検査所指導要領について
（1）登録の申請について、臨床検査技師等に関する法律（以下「法」とい
　　う。）第2条に掲げる検査の区分及び規則別表第一の中欄に掲げる検査



　の内容を記載させることとすること。
（2）微生物学的検査のうち、病原体遺伝子検査を行う検査室及び検査用機
　械器具は、検体の前処理の工程まで専用とされていれば、規則で定める
　基準を満たすものとすること。
（3）検査案内書の検体の保存条件等の記載事項に、常温・冷蔵・冷凍等の
　設定温度を具体的に示すこととすること。
（4）検体搬送標準作業書の一般的な搬送条件及び注意事項の温度に関する
　記載事項に、具体的な設定温度を示すこととすること。
（5）精度管理に使用する管理試料等について、性状等が明確にされている
　ことが望ましいこととすること。
（6）検査分野に2次分類を追加したことに対応し、内部精度管理手法を見
　直すこと。
（7）そσ）他所要σ）改正。なお、衛生検査技師の取扱いについては、従前と

　変わるものではないこと。

2　平成5年通知について
　　微生物学的検査σ）うち、病原体遺伝子検査に使用する検査用機械器具は、

　検体σ）前処理の工程まで専用とされていれば、規測で定める基準を満たす
　も〔ノ）とすること。

第四　その他
　　　既に登録され’た衛生検査所についても、規則び）適用を受けることから、

　　各都道府県知事におかれては、法第20条σ）5第1項（報告徴収）び）規定
　　に基づき、規則施行後σ）検査業務等について、平成23年3月31日まで
　　に管内衛生検査所から別紙により報告を徴収されたいこと。





（別紙）

法2条における

沚ｸ分類
別表中欄の検査内容 検査実施の有無 検査用機械器具 設置状況 代替する検奪用機械器具の名称

ふ卵器

細菌培養同定検査 顕微鏡

高圧蒸気滅菌器

ふ卵器

微生物学的検査

薬剤感受性検査 顕微鏡

高圧蒸気滅菌器

遺伝子増幅装置

遺伝子増幅産物検出装置

病原体遺伝子検査

高速冷却遠心器

安全キャビネット

恒温水槽

血清学的検査

血清学検査

水平振盈器

免疫学検査
自動免疫測定装置又はマイクロ
vレート用ウォッシャー及びマイク

鴻vレート用リーダー

自動血球計数器

血球算定検査

顕微鏡

自動血球計数器

血液像検査

顕微鏡

出血・凝固検査 自動庭固検査装置

細胞性免疫検査 フローサイトメーター

CO2インキュベーター

染色体検査 クリーンベンチ

血液学的検査
写真撮影装置又は画像解析装

u
遺伝子増幅装置

遺伝子増幅産物検出装置

生殖細胞系列遺伝子検査

高速冷却遠心器

安全キャビネット

遺伝子増幅装置

遺伝子増幅産物検出装置
　体細胞遺伝子検査
D（血液細胞による場合）

高速冷却遠心器

安全キャビネット



法2条における

沚ｸ分類
別表中欄の検査内容 検査実施の有無 検査用機械器具 設置状況 代替する検査用機械器具の名称

顕微鏡
　　　，

a理組織検査

ミクロトーム

パラフィン溶融器

パラフィン伸展器

染色に使用する器具又は装置

顕微鏡

ミクロトーム

免疫組織化学検査 パラフィン溶融器

病理学的検査

パラフィン伸展器

染色に使用する器具又は装置

細胞検査 顕微鏡

分子病理学的検査 蛍光顕微鏡

遺伝子増幅装置

遺伝子増幅産物検出装置
　体細胞遺伝子検査
i血液細胞によらない場合）

高速冷却遠心器

安全キャビネット

寄生虫学的検査 寄生虫学的検査 顕微鏡

天びん

生化学検査 純水製造器

生化学的検査

自動分析装置又は分光光度計

尿・糞便等一般検査 顕微鏡

※血清分離のみ行う衛生検査所は、右欄にOを記載すること

上記により報告します。

　　年　　　月 日

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 印

都道府県知事（保健所設置市市長又は特別区区長）殿

（注意）1　r検査実施の有無」には、平成23年4月1日から当該検査を実施予定の場合は「有」、実施予定が無い場合は「無』と記載すること。

　　　2　r検査実施の有無」で「有」とした検査について、左欄の検査用機械器具を備えている場合は「有」、代替する検査用機械器具を備えてい

　　　　る場合はr代替」、平成23年4月1日までに左欄の検査用機械器具又は代替する検査用機械器具を備える予定である場合は「設置予定」、

　　　　設置予定が無い場合は「無」を、それぞれ「所有状況」の欄に記載すること。

　　　3　r設置状況』に「代替』と記載した場合は、「代替する検査用機械器具の名称」の欄に検査用機械器具の具体的な名称を記載すること。
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を
行
う
場
合
は
、
衛
生
検
査
所
の
開
設
に
該
当
し
な
い
も
の
で

　
あ
る
こ
と
。

　
の
作
業
と
は
、
検
体
の
受
領
、
搬
送
、
受
付
、
仕
分
け
、
測
定
、

　
検
査
結
果
の
報
告
等
、
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
に
係
る
全
て
の

二
　
衛
生
検
査
所
の
営
業
所
、
出
張
所
、
検
体
の
搬
送
中
継
所
等
と

三
　
学
校
長
の
委
嘱
を
受
け
て
、
学
校
に
お
い
て
検
尿
等
の
衛
生
検

四
　
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
に
係
る
す
べ
て
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作
業
工
程
を
い
う
。

　
第
三
節
　
指
導
監
督
体
制
に
関
す
る
事
項

　
　
第
一
項
　
精
度
管
理
専
門
委
員
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
都
道
府
県
知
事
は
、
精
度
管
理
専
門
委
員
を
委
嘱
す
る
場
合

　
　
　
　
に
は
、
精
度
管
理
に
関
し
て
相
当
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を

　
　
　
　
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

　
　
　
2
　
精
度
管
理
専
門
委
員
は
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。
，

　
　
　
（
1
）
精
度
管
理
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
へ
助
言
を
与
え
る
こ

　
　
　
　
　
と
。

　
　
　
（
2
）
衛
生
検
査
所
の
実
態
分
析
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
（
3
）
都
道
府
県
知
事
が
行
う
立
入
検
査
に
同
行
し
、
精
度
管
理

　
　
　
　
　
面
の
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
。
こ
の
時
既
知
検
体
、
既
知
標

　
　
　
　
　
本
を
持
ち
込
み
、
検
査
担
当
者
に
検
査
を
実
際
に
行
わ
せ
、
．

　
　
　
　
　
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
（
4
）
都
道
府
県
知
事
が
衛
生
検
査
所
に
対
し
て
指
示
を
行
う

　
　
　
　
　
際
、
助
言
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
5
）
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
特
に
定
め
た
事
項
。

　
　
第
二
項
　
協
力
機
関
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
精
度
管
理
に
係
る
指
導
監
督
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
大

　
　
　
　
学
、
都
道
府
県
衛
生
研
究
所
等
の
技
術
的
援
助
及
び
指
導
助
言

　
　
　
　
を
得
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
2
　
精
度
管
理
専
門
委
員
の
委
嘱
及
び
精
度
管
理
に
係
る
指
導
監

　
　
　
　
督
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
医
師
会
等
の
行
う
精
度

　
　
　
　
管
理
事
業
と
の
整
合
性
に
も
留
意
す
る
こ
と
．

　
　
第
三
項
　
各
都
道
府
県
知
事
の
連
携
に
つ
い
て

　
　
　
　
都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
と
精
度
管
理
に
関
す

　
　
　
る
指
導
方
針
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に

　
　
　
応
じ
て
連
携
を
図
り
衛
生
検
査
所
の
指
導
監
督
に
あ
た
る
こ
と
が

　
　
　
望
ま
し
い
こ
と
。

第
二
章
　
登
録
及
び
指
導
監
督
業
務

　
第
一
節
実
地
調
査
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項

　
、
1
　
都
道
府
県
知
事
は
、
衛
生
検
査
所
の
登
録
の
申
請
、
・
、
検
査
業
務

　
　
　
の
内
容
に
係
る
登
録
の
変
更
及
び
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き

　
　
　
作
業
工
程
を
い
う
。

　
第
三
節
　
指
導
監
督
体
制
に
関
す
る
事
項

　
　
第
一
項
精
度
管
理
専
門
委
員
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
都
道
府
県
知
事
は
、
精
度
管
理
専
門
委
員
を
委
嘱
す
る
場
合

　
　
　
　
に
は
、
精
度
管
理
に
関
し
て
相
当
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を

　
　
　
　
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

　
　
　
2
　
精
度
管
理
専
門
委
員
は
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
（
1
）
精
度
管
理
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
へ
助
言
を
与
え
る
こ

　
　
　
　
　
と
。

　
　
　
（
2
）
衛
生
検
査
所
の
実
態
分
析
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
（
3
）
都
道
府
県
知
事
が
行
う
立
入
検
査
に
同
行
し
、
精
度
管
理

　
　
　
　
　
面
の
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
。
こ
の
時
既
知
検
体
、
既
知
標

　
　
　
　
　
本
を
持
ち
込
み
、
検
査
担
当
者
に
検
査
を
実
際
に
行
わ
せ
、

　
　
　
　
　
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
．

　
　
　
（
4
）
都
道
府
県
知
事
が
衛
生
検
査
所
に
対
し
て
指
示
を
行
う

　
　
　
　
　
際
、
助
言
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
5
）
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
特
に
定
め
た
事
項
。

　
　
第
二
項
　
協
力
機
関
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
精
度
管
理
に
係
る
指
導
監
督
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
大

　
　
　
　
学
、
都
道
府
県
衛
生
研
究
所
等
の
技
術
的
援
助
及
び
指
導
助
言

　
　
　
　
を
得
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
2
　
精
度
管
理
専
門
委
員
の
委
嘱
及
び
精
度
管
理
に
係
る
指
導
監

　
　
　
　
督
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
医
師
会
等
の
行
う
精
度

　
　
　
　
管
理
事
業
と
の
整
合
性
に
も
留
意
す
る
こ
と
。

　
　
第
三
項
　
各
都
道
府
県
知
事
の
連
携
に
つ
い
て

　
　
　
　
都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
と
精
度
管
理
に
関
す

　
　
　
る
指
導
方
針
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に

　
　
　
応
じ
て
連
携
を
図
り
衛
生
検
査
所
の
指
導
監
督
に
あ
た
る
こ
と
が

　
　
　
望
ま
し
い
こ
と
。

第
二
章
　
登
録
及
び
指
導
監
督
業
務

　
第
一
節
実
地
調
査
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項

　
　
1
　
都
道
府
県
知
事
は
、
衛
生
検
査
所
の
登
録
の
申
請
、
検
査
業
務

　
　
　
の
内
容
に
係
る
登
録
の
変
更
及
び
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き



別添

　
　
は
、
単
に
書
面
に
よ
る
審
査
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
必
ず
、
実

　
　
地
に
調
査
し
て
事
実
の
有
無
を
確
認
し
た
う
え
で
登
録
等
の
手
続

　
　
を
行
わ
れ
た
い
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
も
必
要
に
応
じ
、
実
地
に

　
　
調
査
し
て
事
実
の
有
無
を
確
認
し
た
う
え
で
手
続
き
を
行
う
こ
と

　
　
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
2
　
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」

　
　
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
登
録
基
準

　
　
は
、
単
に
登
録
の
要
件
を
示
す
の
み
で
は
な
く
、
、
登
録
に
関
す
る

　
　
維
持
要
件
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
随
時
、
衛
生
検
査
所
の

　
　
構
造
設
備
等
が
基
準
以
上
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
立
入
検
査
等
を
行

　
　
い
、
積
極
的
に
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
3
　
立
入
検
査
等
に
よ
っ
て
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
調
査
す
る
に

　
　
あ
た
っ
て
は
、
単
に
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
衛
生
検
査

　
　
所
が
自
ら
積
極
的
に
精
度
管
理
を
実
行
し
て
い
く
よ
う
、
自
発
性

　
　
を
高
め
る
指
導
を
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
4
　
都
道
府
県
知
事
の
職
員
（
精
度
管
理
専
門
委
員
を
含
む
。
）

　
　
は
、
立
入
検
査
に
際
し
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
二
節
　
登
録
申
請
等
の
受
付
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
登
録
の
申
請
に
つ
い
て

　
　
1
　
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
第
六
に
掲
げ
る

　
　
　
「
検
査
業
務
の
内
容
」
は
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

　
　
　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
掲
げ
る
検
査
の
区
分
及

　
び
規
則
別
表
第
一
中
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
内
容
を
記
載
さ
せ
る

　
こ
と
。
ま
た
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
　
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
中
、
同
項
第

　
十
号
に
掲
げ
る
「
営
業
所
に
関
す
る
書
類
」
と
は
、
登
録
を
受

　
け
よ
う
と
す
る
衛
生
検
査
所
と
同
一
経
営
主
体
の
衛
生
検
査

　
所
、
営
業
所
、
出
張
所
、
検
体
搬
送
中
継
所
等
に
関
し
て
、
名

　
称
及
び
所
在
地
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
こ
と
。

　
　
な
お
、
検
査
案
内
書
に
明
記
さ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
に
替
え

　
　
は
、
単
に
書
面
に
よ
る
審
査
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
必
ず
、
実

　
　
地
に
調
査
し
て
事
実
の
有
無
を
確
認
し
た
う
え
で
登
録
等
の
手
続

　
　
を
行
わ
れ
た
い
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
も
必
要
に
応
じ
、
実
地
に

　
　
調
査
し
て
事
実
の
有
無
を
確
認
し
た
う
え
で
手
続
き
を
行
う
こ
と

　
　
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
2
　
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
　
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
衛
生
検
査

　
　
所
の
登
録
基
準
は
、
単
に
登
録
の
要
件
を
示
す
の
み
で
は
な
く
、

　
　
登
録
に
関
す
る
維
持
要
件
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
随
時
、

　
　
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
等
が
基
準
以
上
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
立

　
入
検
査
等
を
行
い
、
積
極
的
に
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
3
　
立
入
検
査
等
に
よ
っ
て
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
調
査
す
る
に

　
　
あ
た
っ
て
は
、
単
に
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
衛
生
検
査

　
　
所
が
自
ら
積
極
的
に
精
度
管
理
を
実
行
し
て
い
く
よ
う
、
自
発
性

　
　
を
高
め
る
指
導
を
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
4
　
都
道
府
県
知
事
の
職
員
（
精
度
管
理
専
門
委
員
を
含
む
。
）

　
　
は
、
立
入
検
査
に
際
し
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
二
節
　
登
録
申
請
等
の
受
付
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
登
録
の
申
請
に
つ
い
て

　
　
1
　
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
第
六
に
掲
げ
る

　
　
　
「
検
査
業
務
の
内
容
」
は
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師

　
　
　
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

　
　
　
に
掲
げ
る
検
査
の
区
分
に
従
っ
て
記
載
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、

　
　
．
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
が

　
　
　
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
2
　
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
中
、
同
項
第

　
　
　
十
号
に
掲
げ
る
「
営
業
所
に
関
す
る
書
類
」
と
は
、
登
録
を
受

　
　
　
け
よ
う
と
す
る
衛
生
検
査
所
と
同
一
経
営
主
体
の
衛
生
検
査

　
　
　
所
、
営
業
所
、
出
張
所
、
検
体
搬
送
中
継
所
等
に
関
し
て
、
名

　
　
　
称
及
び
所
在
地
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
検
査
案
内
書
に
明
記
さ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
に
替
え
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る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
第
二
項
　
登
録
の
変
更
等
に
つ
い
て

　
　
ー
一
法
第
二
十
条
の
四
第
三
項
に
よ
り
、
開
設
者
は
、
衛
生
検
査

　
　
　
所
の
名
称
、
構
造
設
備
等
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内

　
　
　
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
査
用
機
械
器
具
そ
の

　
　
　
他
の
構
造
設
備
の
変
更
に
関
し
て
の
届
出
期
間
の
起
算
日
は
、

　
　
　
検
査
用
機
械
器
具
等
が
現
に
当
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の

　
　
　
用
に
供
さ
れ
た
日
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
、
検
査

　
　
　
用
機
械
器
具
等
が
単
に
当
該
衛
生
検
査
所
に
搬
入
整
備
さ
れ
た

　
　
　
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
試
用
整
備
期
間
を
経
過
し
た
後
か
ら
起

　
　
　
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
2
　
衛
生
検
査
所
が
三
か
月
を
超
え
て
そ
の
業
務
を
行
わ
な
い
場

　
　
　
合
は
、
休
止
で
は
な
く
、
廃
止
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
3
　
衛
生
検
査
所
が
移
転
し
た
場
合
、
取
り
こ
わ
し
新
築
し
た
場

　
　
　
．
合
、
衛
生
検
査
所
の
開
設
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
個
人
か

　
　
　
ら
法
人
に
変
わ
っ
た
場
合
等
を
含
む
）
等
は
、
登
録
の
変
更
と

　
　
　
し
て
で
は
な
く
、
廃
止
、
新
設
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

第
三
節
　
立
入
検
査
時
の
確
認
事
項
（
特
に
、
注
意
を
払
う
べ
き
も

　
　
　
　
の
）

　
第
一
項
登
録
基
準
に
つ
い
て

　
　
　
登
録
基
準
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
そ
の

　
　
際
、
予
め
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し

　
　
い
こ
と
。

　
第
二
項
　
精
度
管
理
の
実
施
に
つ
い
て
．

　
　
　
精
度
管
理
の
実
施
に
関
し
て
は
ギ
侍
に
次
の
内
容
に
つ
い
て
確

　
　
認
す
る
こ
と
。

　
　
1
　
職
員
に
関
す
る
こ
と

　
　
（
1
）
精
度
管
理
責
任
者
の
勤
務
状
況
及
び
業
務
遂
行
状
況
を
確

　
　
　
　
謁
す
る
こ
と
。
非
常
勤
の
場
合
、
最
低
週
一
目
（
血
清
分
離

　
　
　
　
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
月
｝
日
）
は
勤
務
し

　
　
　
　
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
第
二
項
　
登
録
の
変
更
等
に
つ
い
て

　
　
1
　
法
第
二
十
条
の
四
第
三
項
に
よ
り
、
開
設
者
は
、
衛
生
検
査

　
　
　
所
の
名
称
、
構
造
設
備
等
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内

　
　
　
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
査
用
機
械
器
具
そ
の

　
　
　
他
の
構
造
設
備
の
変
更
に
関
し
て
の
届
出
期
間
の
起
算
日
は
、

　
　
　
検
査
用
機
械
器
具
等
が
現
に
当
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の

　
　
　
用
に
供
さ
れ
た
日
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
、
検
査

　
　
　
用
機
械
器
具
等
が
単
に
当
該
衛
生
検
査
所
に
搬
入
整
備
さ
れ
た

　
　
　
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
試
用
整
備
期
間
を
経
過
し
た
後
か
ら
起

　
　
　
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
2
　
衛
生
検
査
所
が
三
か
月
を
超
え
て
そ
の
業
務
を
行
わ
な
い
場

　
　
　
合
は
、
休
止
で
は
な
く
、
廃
止
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
3
　
衛
生
検
査
所
が
移
転
し
た
場
合
、
取
り
こ
わ
し
新
築
し
た
場

　
　
　
合
、
衛
生
検
査
所
の
開
設
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
個
人
か

　
　
　
ら
法
人
に
変
わ
っ
た
場
合
等
を
含
む
）
等
は
、
登
録
の
変
更
と

　
　
　
し
て
で
は
な
く
、
廃
止
、
新
設
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

第
三
節
　
立
入
検
査
時
の
確
認
事
項
（
特
に
、
注
意
を
払
う
べ
き
も

　
　
　
　
の
）

　
第
一
項
登
録
基
準
に
つ
い
て

　
　
　
登
録
基
準
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
そ
の

　
　
際
、
予
め
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し

　
　
い
こ
と
。

　
第
二
項
　
精
度
管
理
の
実
施
に
つ
い
て

　
　
　
精
度
管
理
の
実
施
に
関
し
て
は
、
特
に
次
の
内
容
に
つ
い
て
確

　
　
認
す
る
こ
と
．

　
　
1
　
職
員
に
関
す
る
こ
と

　
　
（
1
）
精
度
管
理
責
任
者
の
勤
務
状
況
及
び
業
務
遂
行
状
況
を
確

　
　
　
　
認
す
る
こ
と
。
非
常
勤
の
場
合
、
最
低
週
一
日
（
血
清
分
離

　
　
　
　
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
月
一
日
）
は
勤
務
し

　
　
　
　
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
こ
と
。
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（
2
）
各
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
担
当
者
の

　
　
業
務
遂
行
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
3
）
職
員
の
研
修
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
．

　
　
と
。

2
　
内
部
精
度
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
1
）
各
測
定
業
務
に
か
か
る
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
が
保
存

　
　
さ
れ
、
常
時
活
用
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
2
）
各
種
の
作
業
日
誌
に
つ
い
て
は
、
機
器
及
び
測
定
系
の
異

　
　
常
発
生
時
の
対
応
、
異
常
デ
ー
タ
ヘ
の
対
応
の
項
（
そ
の
検

　
　
体
の
再
検
査
が
な
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
医
療
機
関
へ
の
訂

　
　
正
報
告
又
は
緊
急
報
告
が
な
さ
れ
た
か
）
に
特
に
注
意
す
る

　
　
こ
と
。

（
3
）
異
常
デ
ー
タ
等
が
続
出
し
た
場
合
、
作
業
工
程
を
変
更
す

　
　
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
標
準
作
業
書

　
　
の
当
該
項
目
が
改
訂
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

　
　
そ
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

3
　
外
部
精
度
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
1
）
都
道
府
県
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
等
が
行
う
外
部
精
度

　
　
管
理
調
査
に
年
一
回
以
上
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

　
　
こ
と
。

（
2
）
精
度
管
理
専
門
委
員
が
同
行
し
て
立
入
検
査
を
行
う
場
合

　
　
は
、
既
知
検
体
又
は
既
知
標
本
を
持
参
し
て
、
通
常
の
検
査

　
　
工
程
の
中
で
数
種
類
の
検
査
を
行
わ
せ
、
検
査
結
果
の
信
頼

　
　
度
を
調
査
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
．

　
　
　
特
に
、
病
理
学
的
検
査
に
お
け
る
細
胞
検
査
や
寄
生
虫
学

　
　
的
検
査
を
業
と
す
る
衛
生
検
査
所
に
対
し
て
は
、
既
知
標
本

　
　
を
複
数
準
備
し
て
、
検
査
担
当
者
の
検
査
技
能
を
確
認
し
、

　
　
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
．

（
3
）
精
度
管
理
専
門
委
員
が
同
行
す
る
立
入
検
査
は
、
外
部
精

　
　
度
管
理
調
査
へ
の
参
加
の
状
況
及
び
調
査
結
果
を
参
酌
し
て

　
　
重
点
的
に
行
う
｝
．
」
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

4
　
そ
の
他

（
1
）
苦
情
処
理
に
関
す
る
記
録
を
調
査
し
、
適
切
に
対
応
し
て

（
2
）
各
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
担
当
者
の

　
　
業
務
遂
行
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
3
）
職
員
の
研
修
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ

　
　
と
。

2
　
内
部
精
度
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
1
）
各
測
定
業
務
に
か
か
る
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
が
保
存

　
　
さ
れ
、
常
時
活
用
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

（
2
）
各
種
の
作
業
日
誌
に
つ
い
て
は
、
機
器
及
び
測
定
系
の
異

　
　
常
発
生
時
の
対
応
、
異
常
デ
ー
タ
ヘ
の
対
応
の
項
（
そ
の
検

　
．
体
の
再
検
査
が
な
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
医
療
機
関
へ
の
訂

　
　
正
報
告
又
は
緊
急
報
告
が
な
さ
れ
た
か
）
に
特
に
注
意
す
る

　
　
こ
と
。

（
3
）
異
常
デ
ー
タ
等
が
続
出
し
た
場
合
、
作
業
工
程
を
変
更
す

　
　
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
標
準
作
業
書

　
　
の
当
該
項
目
が
改
訂
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

　
　
そ
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

3
　
外
部
精
度
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
1
）
都
道
府
県
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
等
が
行
う
外
部
精
度

　
　
管
理
調
査
に
年
一
回
以
上
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

　
　
こ
と
。

（
2
）
精
度
管
理
専
門
委
員
が
同
行
し
て
立
入
検
査
を
行
う
場
合

　
　
は
、
既
知
検
体
又
は
既
知
標
本
を
持
参
し
て
、
通
常
の
検
査

　
　
工
程
の
中
で
数
種
類
の
検
査
を
行
わ
せ
、
検
査
結
果
の
信
頼

　
　
度
を
調
査
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
特
に
、
病
理
学
的
検
査
に
お
け
る
細
胞
診
や
寄
生
虫
学
的

　
　
検
査
を
業
と
す
る
衛
生
検
査
所
に
対
し
て
は
、
既
知
標
本
を

　
　
複
数
準
備
し
て
、
検
査
担
当
者
の
検
査
技
能
を
確
認
し
、
指

　
　
導
す
・
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

（
3
）
精
度
管
理
専
門
委
員
が
同
行
す
る
立
入
検
査
は
、
外
部
精

　
　
度
管
理
調
査
へ
の
参
加
の
状
況
及
び
調
査
結
果
を
参
酌
し
て

　
　
重
点
的
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

4
　
そ
の
他

（
1
）
苦
情
処
理
に
関
す
る
記
録
を
調
査
し
、
適
切
に
対
応
し
て
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い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
苦
情
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
衛
生
検
査
所
が
医
療

　
機
関
、
衛
生
検
査
所
、
学
校
等
（
以
下
「
委
託
元
」
と
い

　
う
。
）
に
出
向
い
．
て
、
原
因
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と

　
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
2
）
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
に

　
あ
っ
て
は
、
　
「
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
第
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
体
検
査
用
放
射
性
同

　
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
等
の
基
準
」
　
（

　
以
下
「
告
示
十
六
号
」
と
い
う
。
）
に
照
合
し
、
基
準
に
適

　
合
し
て
い
る
か
の
確
認
を
厳
し
く
行
う
こ
と
。

第
三
章
　
登
録
及
び
指
導
監
督
基
準

　
第
一
節
　
管
理
組
織
の
基
準
に
関
す
る
事
項

　
　
第
一
項
　
管
理
者
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
相
当
の
経
験
と
は
、
原

　
　
　
　
則
と
し
て
三
年
以
上
の
検
査
業
務
に
つ
い
て
■
の
実
務
経
験
を
い

　
　
　
　
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生

　
　
　
　
検
査
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
2
　
管
理
者
は
、
『
当
該
衛
生
検
査
所
に
常
勤
の
者
で
あ
っ
て
、
他

　
　
　
　
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業
し
て
い
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
い
こ
と
。

　
　
　
3
　
管
理
者
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
全
般
の
管
理
を

　
　
　
　
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
業
務
に
差
し
支
え
な
い
範
囲
で
検

　
　
　
　
査
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
4
　
管
理
者
は
、
精
度
管
理
責
任
者
か
ら
精
度
管
理
の
実
施
状
況

　
　
　
　
等
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
開
設
者
に
対
し
て
、

　
　
　
　
随
時
、
精
度
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ

　
　
　
　
い
て
助
言
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
　
　
　
・

　
　
第
二
項
　
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
を
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
九
号
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
技
師
が
管
理

　
　
　
　
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
を
指
導
監
督

　
　
　
　
　
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
な
お
、
苦
情
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
衛
生
検
査
所
が
医
療

　
　
　
　
　
機
関
、
衛
生
検
査
所
、
学
校
等
（
以
下
「
委
託
元
」
と
い

　
　
　
　
　
う
。
）
に
出
向
い
て
、
原
因
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
（
2
）
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
に

　
　
　
　
　
あ
っ
て
は
、
　
「
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す

　
　
　
　
　
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
体

　
　
　
　
　
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設

　
　
　
　
　
備
等
の
基
準
」
　
（
以
下
「
告
示
十
六
号
」
と
い
う
。
）
に
照

　
　
　
　
　
合
し
、
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
の
確
認
を
厳
し
く
行
う
こ

　
　
　
　
　
と
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
三
章
　
登
録
及
び
指
導
監
督
基
準

　
第
一
節
管
理
組
織
の
基
準
に
関
す
る
事
項

　
　
第
一
項
　
管
理
者
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
相
当
の
経
験
と
は
、
原

　
　
　
　
則
と
し
て
三
年
以
上
の
検
査
業
務
に
つ
い
て
の
実
務
経
験
を
い

　
　
　
　
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生

　
　
　
　
検
査
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
2
　
管
理
者
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
に
常
勤
の
者
で
あ
っ
て
、
他

　
　
　
　
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業
し
て
い
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
い
こ
と
。

　
　
　
3
　
管
理
者
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
全
般
の
管
理
を

　
　
　
　
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
業
務
に
差
し
支
え
な
い
範
囲
で
検

　
　
　
　
査
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
4
　
管
理
者
は
、
精
度
管
理
責
任
者
か
ら
精
度
管
理
の
実
施
状
況

　
　
　
　
等
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
開
設
者
に
対
し
て
、

　
　
　
　
随
時
、
精
度
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ

　
　
　
　
い
て
助
言
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
第
二
項
　
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
を
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　
　
　
ユ
規
則
第
十
二
条
第
九
号
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛

　
　
　
　
生
検
査
技
師
が
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
衛
生
検
査
所
の
検

竪
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す
る
た
め
の
医
師
（
以
下
「
指
導
監
督
医
」
と
い
う
。
）
が
選

　
　
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
単

　
　
に
臨
床
検
査
技
師
等
に
対
す
る
指
導
監
督
の
み
に
限
ら
ず
、
当

　
　
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の
す
べ
て
に
関
し
て
指
導
監
督
す

　
　
る
た
め
医
師
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
2
　
指
導
監
督
医
は
検
査
業
務
に
関
し
三
年
以
上
の
知
識
及
び
経

　
　
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
三
項
　
精
度
管
理
責
任
者
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
検
査
業
務
に
関
す
る

　
　
相
当
の
経
験
と
は
、
検
査
業
務
（
当
該
衛
生
検
査
所
の
全
て
の

　
　
検
査
業
務
を
含
む
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
）
に
つ
い
て
の
六

　
　
年
以
上
の
実
務
経
験
（
次
の
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
実
務
経
験

　
　
を
含
む
こ
と
。
）
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ま
た
、
精
度
管
理
に
関
す
る
相
当
の
知
識
及
び
経
験
と
は
、

　
　
検
査
業
務
の
全
て
の
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
精
通
し

　
　
て
い
る
こ
と
及
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
三
年
以
上
の
実
務
経

　
　
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
検
査
業
務
に
関
し
て
学
会
誌

　
　
に
論
文
を
発
表
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
2
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
に
常
勤
の
者
で
あ

　
　
っ
て
、
他
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業
し
て
い
る
も

　
　
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
法
第
二
条
の
検
査
業
務
の
登
録
数
が
三
以
下
の
衛

　
　
生
検
査
所
及
び
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て

　
　
は
、
精
度
管
理
責
任
者
を
非
常
勤
の
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
　
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
法
第
二
条
の
検
査
業
務
の
登
録
数

　
　
が
三
以
下
の
衛
生
検
査
所
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
週
に
一
日
、

　
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も

　
　
月
に
一
目
、
当
該
衛
生
検
査
所
に
赴
き
精
度
管
理
の
業
務
に
携

　
　
わ
る
こ
と
。

　
3
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
規
則
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規

　
　
定
す
る
と
お
り
、
専
ら
精
度
管
理
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
査
業
務
を
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師
（
以
下
「
指
導
監
督

　
　
医
」
と
い
う
。
）
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
ざ
れ
て

　
　
い
る
が
、
こ
れ
は
、
単
に
臨
床
検
査
技
師
等
に
対
す
る
指
導
監

　
　
督
の
み
に
限
ら
ず
、
当
該
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の
す
べ
て

　
　
に
関
し
て
指
導
監
督
す
る
た
め
医
師
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
相
当
の
経
験
と
は
、
検
査
業
務
（
当
該
衛
生
検
査
所
の
全
て
の

　
　
検
査
業
務
を
含
む
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
）
に
つ
い
て
の
六

　
　
年
以
上
の
実
務
経
験
（
次
の
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
実
務
経
験

　
　
を
含
む
こ
と
。
）
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ま
た
、
精
度
管
理
に
関
す
る
相
当
の
知
識
及
び
経
験
と
は
、

　
　
検
査
業
務
の
全
て
の
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
精
通
し

　
　
て
い
る
こ
と
及
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
三
年
以
上
の
実
務
経

　
　
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
検
査
業
務
に
関
し
て
学
会
誌

　
　
に
論
文
を
発
表
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
っ
て
、
他
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業
し
て
い
る
も

　
　
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
検
査
業
務
の
登
録
数
が
三
以
下
の
衛
生
検
査
所
及

　
　
び
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
精
度
管

　
　
理
責
任
者
を
非
常
勤
の
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に

　
　
は
そ
れ
ぞ
れ
、
検
査
業
務
の
登
録
数
が
三
以
下
の
衛
生
検
査
所

　
　
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
週
に
一
日
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う

　
　
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
月
に
一
日
、
当
該
衛
生

　
　
検
査
所
に
赴
き
精
度
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
。

　
2
　
指
導
監
督
医
は
検
査
業
務
に
関
し
三
年
以
上
の
知
識
及
び
経

第
三
項
　
精
度
管
理
責
任
者
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
検
査
業
務
に
関
す
る

　
2
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
に
常
勤
の
者
で
あ

3
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
規
則
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規

　
定
す
る
と
お
り
、
専
ら
精
度
管
理
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
当
該
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衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
も
の
で

　
　
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
精
度
管
理
責
任
者
が
常
勤
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
精
度
管
理
の
業
務
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
衛
生
検

　
　
査
所
の
検
査
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
4
　
精
度
管
理
責
任
者
は
以
下
の
業
務
に
携
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
（
1
）
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
精
度
管

　
　
　
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
管
理
者

　
　
　
に
報
告
を
行
う
こ
と
。

　
，
（
2
）
精
度
管
理
の
評
価
と
検
査
業
務
に
対
す
る
改
善
の
指
示
．

　
（
3
）
各
作
業
日
誌
、
各
台
帳
及
び
精
度
管
理
に
関
す
る
書
類

　
　
　
（
図
－
力
管
理
図
等
）
を
点
検
、
評
価
し
、
そ
の
内
容
を
記

　
　
　
録
す
る
と
と
も
に
そ
の
記
録
の
．
写
し
を
管
理
者
へ
提
出
す
る

　
　
　
こ
と
。

　
（
4
）
各
検
査
項
目
ご
と
に
検
査
担
当
者
の
技
能
評
価
が
行
わ
れ

　
　
　
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

　
（
5
）
各
検
査
の
作
業
工
程
ご
と
に
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
担
当

　
　
　
者
が
指
定
さ
れ
、
組
織
上
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
同
担

　
　
　
当
者
等
の
統
括
、
指
導
等
を
通
じ
て
、
精
度
管
理
が
日
々
、

　
　
　
組
織
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ

　
　
　
と
。

　
（
6
）
そ
の
他
精
度
管
理
の
向
上
に
資
す
る
事
項

第
四
項
　
管
理
者
、
指
導
監
督
医
及
び
精
度
管
理
責
任
者
の
兼
任
に

　
　
　
　
つ
い
て

　
1
　
管
理
者
は
精
度
管
理
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

　
　
と
。

　
2
　
指
導
監
督
医
は
精
度
管
理
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
こ
と
。

第
五
項
　
職
員
の
研
修
に
つ
い
て

　
1
　
研
修
の
対
象
者
に
は
、
検
体
の
受
領
、
搬
送
等
に
従
事
す
る

　
　
者
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
衛
生
検
査
所
の
検
査
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
も
の
で

　
　
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
精
度
管
理
責
任
者
が
常
勤
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
精
度
管
理
の
業
務
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
衛
生
検

　
　
査
所
の
検
査
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
こ
と
泄
で
き
る

　
　
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
4
　
精
度
管
理
責
任
者
は
以
下
の
業
務
に
携
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
（
1
）
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
精
度
管

　
　
　
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
管
理
者

　
　
　
に
報
告
を
行
う
こ
と
。

　
（
2
）
精
度
管
理
の
評
価
と
検
査
業
務
に
対
す
る
改
善
の
指
示

　
（
3
）
各
作
業
日
誌
、
各
台
帳
及
び
精
度
管
理
に
関
す
る
書
類

　
　
　
（
図
－
刀
管
理
図
等
）
を
点
検
、
評
価
し
、
そ
の
内
容
を
記

　
　
　
録
す
る
と
と
も
に
そ
の
記
録
の
写
し
を
管
理
者
へ
提
出
す
る

　
　
　
こ
と
。

　
（
4
）
各
検
査
項
目
ご
と
に
検
査
担
当
者
の
技
能
評
価
が
行
わ
れ

　
　
　
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

　
（
5
）
各
検
査
の
作
業
工
程
ご
と
に
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
担
当

　
　
　
者
が
指
定
さ
れ
、
組
織
上
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
同
担

　
　
　
当
者
等
の
統
括
、
指
導
等
を
通
じ
て
、
精
度
管
理
が
目
々
、

　
　
　
組
織
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ

　
　
　
と
。

　
（
6
）
そ
の
他
精
度
管
理
の
向
上
に
資
す
る
事
項

第
四
項
　
管
理
者
、
指
導
監
督
医
及
び
精
度
管
理
責
任
者
の
兼
任
に

　
　
　
　
つ
い
て

　
1
　
管
理
者
は
精
度
管
理
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

　
　
と
。

　
2
　
指
導
監
督
医
は
精
度
管
理
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
こ
と
。

第
五
項
　
職
員
の
研
修
に
つ
い
て

　
1
　
研
修
の
対
象
者
に
は
、
、
検
体
の
受
領
、
搬
送
等
に
従
事
す
る

　
　
者
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
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2
　
職
員
研
修
に
お
い
て
は
、
検
査
業
務
の
向
上
に
ど
ど
ま
ら

　
　
　
ず
、
広
く
一
般
教
養
の
涵
養
に
関
す
る
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
3
　
新
規
採
用
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
研
修
を
行
っ
た
あ

　
　
　
と
で
検
査
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
4
　
衛
生
検
査
所
に
お
廿
る
内
部
研
修
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
都

　
　
　
道
府
県
、
保
健
所
設
置
市
、
特
別
区
、
学
術
団
体
等
が
行
う
研

　
　
　
修
会
、
報
告
会
、
・
学
会
な
ど
外
部
の
教
育
研
修
の
機
会
も
活
用

　
　
　
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
5
　
職
員
ご
と
に
研
修
に
関
す
る
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
と
◎

第
二
節
　
構
造
設
備
の
基
準
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
検
査
用
機
械
器
具
に
つ
い
て

病
原
体
遺
伝
子
検
査
の
検
査
用
機
械
器
具
は
、
検
査
の
前
処
理

の
工
程
ま
で
専
用
と
さ
れ
て
い
れ
ば
、
別
表
第
一
備
考
の
一
、
一
た
だ

し
書
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　第

1項　
　
検
査
室
に
つ
い
て

　
　
検
査
室
の
面
積
は
、
・
検
査
室
の
内
壁
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
も

　
の
に
よ
る
と
と
も
に
、
管
理
業
務
等
検
査
以
外
の
用
に
供
さ
れ

　
る
部
屋
又
は
部
分
の
面
積
は
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
．
な

　
お
、
検
査
室
が
二
以
上
の
部
屋
に
分
か
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

　
も
、
そ
れ
ら
の
面
積
の
合
計
が
、
規
則
別
表
第
二
に
定
め
る
基

　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
て
差
し
支
え
な
い
も
の

　
で
あ
る
こ
と
。

　
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
他
の
場
所
、
他
の
検
査
室
と

　
衝
立
て
等
に
よ
り
間
仕
切
り
区
別
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、

　
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
微
生
物
学

2
　
微
生
物
学
的
検
査
を
す
る
検
査
室
は
、
検
査
室
と
し
て
独
立

第
二
節

　
第
一

　
ず
、
広
く
一
般
教
養
の
涵
養
に
関
す
る
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る

　
こ
と
。

　
と
で
検
査
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
道
府
県
、
保
健
所
設
置
市
、
特
別
区
、
学
術
団
体
等
が
行
う
研

　
修
会
、
報
告
会
、
学
会
な
ど
外
部
の
教
育
研
修
の
機
会
も
活
用

　
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
と
。
｛

　
　
構
造
設
備
の
基
準
に
関
す
る
事
項

　
項
　
検
査
用
機
械
器
具
に
つ
い
て

2
　
職
員
研
修
に
お
い
て
は
、
検
査
業
務
の
向
上
に
と
ど
ま
ら

3
　
新
規
採
用
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
研
修
を
行
っ
た
あ

4
　
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
内
部
研
修
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
都

5
　
職
員
ご
と
に
研
修
に
関
す
る
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

規
則
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
別
表
第
一
の
備
考
の
一
に
規

定
す
る
代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
他
の
検
査
用
機
械
器
具
と
は
、

例
え
ば
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
遠
心
器
を
ヘ
マ

ト
ク
リ
ッ
ト
の
測
定
機
能
を
有
す
る
自
動
血
球
計
数
器
で
代
替
す

る
場
合
や
、
分
光
光
度
計
、
光
電
光
度
計
、
原
子
吸
光
光
度
計
、

合
が
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
検
査
用
機
械
器
具
の
機
能

炎
光
光
度
計
又
は
蛋
白
屈
折
計
を
自
動
分
析
装
置
で
代
替
す
る
場

　
に
応
じ
て
認
め
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
項
　
検
査
室
に
つ
い
て

　
1
　
検
査
室
の
面
積
は
、
検
査
室
の
内
壁
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
も

　
　
の
に
よ
る
と
と
も
に
、
管
理
業
務
等
検
査
以
外
の
用
に
供
さ
れ

　
　
る
部
屋
又
は
部
分
の
面
積
は
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な

　
　
お
、
検
査
室
が
二
以
上
の
部
屋
に
分
か
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

　
　
も
、
そ
れ
ら
の
面
積
の
合
計
が
、
規
則
別
表
第
二
に
定
め
る
基

　
　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
て
差
し
支
え
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と
．
、

　
2
　
微
生
物
学
的
検
査
を
す
る
検
査
室
は
、
検
査
室
と
し
て
独
立

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
他
の
場
所
、
他
の
検
査
室
と

　
　
衝
立
て
等
に
よ
り
間
仕
切
り
区
別
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、

　
　
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。



別添

的
検
査
の
う
ち
、
病
原
体
遺
伝
子
検
査
を
行
う
検
査
室
に
あ
っ

て
は
、
検
体
の
前
処
理
の
工
程
ま
で
検
査
室
と
し
て
独
立
し
て

　
　
　
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
第
三
項
　
防
じ
ん
及
び
防
虫
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て

　
　
　
規
則
第
十
二
条
第
六
号
の
「
防
じ
ん
及
び
防
虫
の
た
め
の
設
備

　
　
を
有
す
る
こ
と
。
」
と
は
、
検
査
所
の
構
造
自
体
が
防
じ
ん
及
び

　
　
防
虫
の
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
第
四
項
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
埋
に
要
す
る
設
備
文
は
器
具
に
つ

　
　
　
　
　
い
て

　
　
　
規
則
第
十
二
条
第
七
号
の
「
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す

　
　
る
設
備
又
は
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
」
と
は
、
検
査
所
固
有

　
　
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
英
町
設

　
　
備
、
公
共
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
水
、
廃
棄
物
が

　
　
適
切
に
処
理
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と

　
　
認
め
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

第
三
節
　
検
査
業
務
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
　
検
査
案
内
書
に
つ
い
て

　
　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
二
号
に
定
め
る
「
検
査
案
内
書
」
が
、

　
　
　
委
託
元
の
関
係
者
に
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
特
に
、
同
号
に

　
　
　
定
め
る
へ
検
体
の
採
取
条
件
、
採
取
容
器
及
び
採
取
量
、
卜
検

　
　
　
体
の
保
存
条
件
、
チ
検
体
の
提
出
条
件
並
び
に
リ
検
査
依
頼
書

　
　
　
及
び
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目
に
つ
い
て
は
、
検
体
の
受
領
前

　
　
　
の
精
度
管
理
の
重
要
性
に
鑑
み
、
随
時
、
具
体
的
か
つ
懇
切
な

　
　
　
情
報
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、

　
　
　
そ
の
旨
が
検
査
案
内
書
の
表
紙
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
2
　
検
査
案
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に

　
　
　
留
意
す
る
こ
と
。
　
（
以
下
（
1
）
～
（
1
0
）
ま
で
は
検
査
項
目
ご

　
　
　
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
）

　
　
（
1
）
　
「
検
査
方
法
」
に
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
及
び
当
該
衛
生

　
　
　
　
検
査
所
が
検
査
・
測
定
を
他
の
衛
生
検
査
所
、
衛
生
研
究
所

　
　
　
　
等
に
再
委
託
し
た
場
合
は
、
実
際
に
検
査
・
測
定
を
行
う
衛

　
　
　
　
生
検
査
所
、
衛
生
研
究
所
等
（
以
下
「
最
終
委
託
先
」
と
い

　
第
三
項
　
防
じ
ん
及
び
防
虫
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て

　
　
　
規
則
第
十
二
条
第
六
号
の
「
防
じ
ん
及
び
防
虫
の
た
め
の
設
備

　
　
を
有
す
る
こ
と
。
」
と
は
、
検
査
所
の
構
造
自
体
が
防
じ
ん
及
び

　
　
防
虫
の
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
第
四
項
　
廃
水
及
ぴ
廃
棄
物
の
処
埋
に
要
す
る
設
備
又
は
器
具
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
　
　
’

　
　
　
規
則
第
十
二
条
第
ヒ
号
の
「
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す

　
　
る
設
備
又
は
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
」
と
は
、
検
査
所
固
有

　
　
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
設

　
　
備
、
公
共
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
水
、
廃
棄
物
が

　
　
適
切
に
処
理
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と

　
　
認
め
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

第
三
節
　
検
査
業
務
に
関
す
る
事
項
．

　
第
一
項
検
査
案
内
書
に
つ
い
て

　
　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
二
号
に
定
め
る
「
検
査
案
内
書
」
が
、

　
　
　
委
託
元
の
関
係
者
に
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
特
に
、
同
号
に

　
　
　
定
め
る
へ
検
体
の
採
取
条
件
、
採
取
容
器
及
び
採
取
量
、
ト
検

　
　
　
体
の
保
存
条
件
、
チ
検
体
の
提
出
条
件
並
び
に
リ
検
査
依
頼
書

　
　
　
及
び
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目
に
つ
い
て
は
、
検
体
の
受
領
前

　
　
　
の
精
度
管
理
の
重
要
性
に
鑑
み
、
随
時
、
具
体
的
か
つ
懇
切
な

　
　
　
情
報
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、

　
　
　
そ
の
旨
が
検
査
案
内
書
の
表
紙
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
2
　
検
査
案
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
．
つ
い
て
は
、
次
の
点
に

　
　
　
留
意
す
る
こ
と
。
　
（
以
下
（
1
）
～
（
1
0
）
ま
で
は
検
査
項
目
ご

　
　
　
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
）

　
　
（
1
）
　
「
検
査
方
法
」
に
は
、
当
該
衛
生
検
査
所
及
び
当
該
衛
生

　
　
　
　
検
査
所
が
検
査
・
測
定
を
他
の
衛
生
検
査
所
、
衛
生
研
究
所

　
　
　
　
等
に
再
委
託
し
た
場
合
は
、
実
際
に
検
査
・
測
定
を
行
う
衛

　
　
　
　
生
検
査
所
、
衛
生
研
究
所
等
（
以
下
「
最
終
委
託
先
」
と
い



別添

　
う
。
）
が
行
っ
て
い
る
検
査
方
法
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
。
検
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
略
及
び
基
本
的
な
参

　
考
文
献
名
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

（
2
）
　
「
基
準
値
及
び
判
定
基
準
」
に
は
、
，
基
準
値
及
び
判
定
基
、

　
準
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
形
態
学
的
検
査
及

　
ぴ
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
又
は
パ
タ
ー
ン
認
識
に
よ
る
検
査

　
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

（
3
）
　
「
医
療
機
関
に
緊
急
報
告
を
行
う
こ
と
と
す
る
検
査
値
の

　
範
囲
」
に
は
、
た
だ
ち
に
医
師
が
患
者
に
緊
急
処
置
を
施
す

　
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
等
の
重
要
な
臨
床
的
意
義

　
、
を
有
す
る
検
査
値
の
範
囲
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
こ
の
検
査
値
の
範
囲
に
検
査
結
果
が
出
た
場
合
は

　
衛
生
検
査
所
は
委
託
元
に
電
話
等
で
直
ち
に
緊
急
連
絡
を
行

　
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

（
4
）
　
「
検
査
に
要
す
る
日
数
」
に
は
、
検
体
を
受
領
し
て
か
ら

　
検
査
結
果
を
委
託
元
に
報
告
す
る
ま
で
の
平
均
的
な
所
要
日

　
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
5
）
　
「
測
定
（
形
態
学
的
検
査
及
ぴ
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
を

　
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
実

　
際
に
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
の
名
称
」
に
は
、
最
終
委

　
託
先
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
6
）
　
「
検
体
の
採
取
条
件
」
に
は
、
委
託
元
に
お
い
て
検
体
を

　
適
正
に
採
取
す
る
た
め
に
検
体
採
取
時
に
留
意
す
べ
き
事
項

　
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
7
）
　
「
検
体
の
採
取
容
器
」
に
は
、
容
器
の
種
別
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
。

、
（
8
）
　
「
検
体
の
採
取
量
」
に
は
、
適
切
な
採
取
量
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
。

（
9
）
　
「
検
体
の
保
存
条
件
」
に
は
、
委
託
元
に
お
い
て
、
．
採
取

　
検
体
を
保
存
す
る
場
合
の
留
意
事
項
（
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍

　
等
及
び
そ
の
設
定
温
度
）
及
び
保
存
可
能
時
間
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
。

（
1
0
）
　
「
検
体
の
提
出
条
件
」
に
は
、
血
清
分
離
の
要
否
等
、
適

　
う
。
）
が
行
っ
て
い
る
検
査
方
法
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ

　
，
と
。
検
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
略
及
び
基
本
的
な
参

　
考
文
献
名
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
望
美
し
い
こ
と
。

（
2
）
　
「
基
準
値
及
び
判
定
基
準
」
に
は
、
基
準
値
及
び
判
定
基

　
準
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
形
態
学
的
検
査
及

　
び
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
又
は
パ
タ
ー
ン
認
識
に
よ
る
検
査

　
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

（
3
）
　
「
医
療
機
関
に
緊
急
報
告
を
行
う
こ
と
と
す
る
検
査
値
の

　
範
囲
」
に
は
、
た
だ
ち
に
医
師
が
患
者
に
緊
急
処
置
を
施
す

　
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
等
の
重
要
な
臨
床
的
意
義

　
を
有
す
る
検
査
値
の
範
囲
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
こ
の
検
査
値
の
範
囲
に
検
査
結
果
が
出
た
場
合
は

　
衛
生
検
査
所
は
委
託
元
に
電
話
等
で
直
ち
に
緊
急
連
絡
を
行

　
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

（
4
）
　
「
検
査
に
要
す
る
日
数
」
に
は
、
検
体
を
受
領
し
て
か
ら

　
検
査
結
果
を
委
託
元
に
報
告
す
る
ま
で
の
平
均
的
な
所
要
日

　
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
5
）
　
「
測
定
（
形
態
学
的
検
査
及
び
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
を

　
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
実

　
際
に
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
の
名
称
」
に
は
、
最
終
委

　
託
先
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
6
）
　
「
検
体
の
採
取
条
件
」
に
は
、
委
託
元
に
お
い
て
検
体
を

　
適
正
に
採
取
す
る
た
め
に
検
体
採
取
時
に
留
意
す
べ
き
事
項

　
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
7
）
　
「
検
体
の
採
取
容
器
」
に
は
、
容
器
の
種
別
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
。

（
8
）
　
「
検
体
の
採
取
量
」
に
は
、
適
切
な
採
取
量
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
．

（
9
）
　
「
検
体
の
保
存
条
件
」
に
は
、
委
託
元
に
お
い
て
、
採
取

　
検
体
を
保
存
す
る
場
合
の
留
意
事
項
（
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍

　
等
）
及
び
保
存
可
能
時
間
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
1
0
）
　
「
検
体
の
提
出
条
件
」1こ

は
　、

血
清
分
離
の
要
否
等
、
適
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正
な
検
査
・
測
定
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
．

　
　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
H
）
　
「
検
査
依
頼
書
及
び
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目
」
は
、
次

　
　
　
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
①
患
者
名
、
性
別
及
び
年
齢

　
　
　
②
検
体
採
取
年
月
日
（
採
取
時
刻
も
含
む
。
）

　
　
　
③
検
体
の
種
類

　
　
　
④
検
査
依
頼
項
目

　
　
　
⑤
委
託
元
の
名
称
及
び
医
師
の
氏
名
（
緊
急
時
連
絡
先
を

　
　
　
　
含
む
。
）

　
　
　
　
な
お
、
バ
ー
コ
ー
ド
等
を
用
い
、
検
査
依
頼
書
と
一
対
と

　
　
　
な
っ
て
い
る
検
体
ラ
ベ
ル
に
は
①
の
み
記
載
で
き
れ
ば
良
い

　
　
　
こ
と
。

　
（
1
2
）
　
「
検
体
を
医
療
機
関
か
．
ら
衛
生
検
査
所
（
他
の
衛
生
検
査

　
　
　
所
等
に
測
定
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
衛
生
検

　
　
　
査
所
等
）
ま
で
搬
送
す
る
の
に
要
す
る
時
間
の
欄
」
に
は
、

　
　
　
委
託
元
か
ら
最
終
委
託
先
ま
で
の
平
均
的
搬
送
時
間
が
表
示

　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
1
3
）
委
託
元
と
取
り
決
め
た
検
体
受
領
場
所
が
表
示
さ
れ
て

　
　
　
い
る
こ
と
。

　
3
　
　
「
検
査
案
内
書
」
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
旨

　
　
を
速
や
か
に
委
託
元
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
都
道
府
県

　
　
知
事
は
、
法
第
二
十
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
適
宜
検
査
案
内

　
　
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
二
項
　
検
体
の
受
領
に
つ
い
て

，
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
検
体
受
領
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
体
受
領
担
当
者
の

　
　
業
務
を
画
一
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
体
受
領
時
の
誤
り

　
　
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
2
　
検
体
受
領
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
（
1
）
　
「
医
療
機
関
等
に
お
い
て
検
体
を
受
領
す
る
と
き
の
確
認

　
　
　
に
関
す
る
事
項
」
の
記
載
内
容
と
し
て
、
次
の
事
項
を
確
認

　
　
　
正
な
検
査
・
測
定
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
．

　
（
H
）
　
「
検
査
依
頼
書
及
び
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目
」
は
、
次

　
　
　
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
①
患
者
名
、
性
別
及
び
年
齢

　
　
　
②
検
体
採
取
年
月
日
（
採
取
時
刻
も
含
む
。
）

　
　
　
③
　
検
体
の
種
類

　
　
　
④
検
査
依
頼
項
目

　
　
　
⑤
　
委
託
元
の
名
称
及
び
医
師
の
氏
名
（
緊
急
時
連
絡
先
を

　
　
　
　
含
む
。
）

　
　
　
　
な
お
、
バ
ー
コ
ー
ド
等
を
用
い
、
検
査
依
頼
書
と
一
対
と

　
　
　
な
っ
て
い
る
検
体
ラ
ベ
ル
に
は
①
の
み
記
載
で
き
れ
ば
良
い

　
　
　
こ
と
。

　
（
1
2
）
　
「
検
体
を
医
療
機
関
か
ら
衛
生
検
査
所
（
他
の
衛
生
検
査

　
　
　
所
等
に
測
定
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
衛
生
検

　
　
　
査
所
等
）
ま
で
搬
送
す
る
の
に
要
す
る
時
間
の
欄
」
に
は
、

　
　
　
委
託
元
か
ら
最
終
委
託
先
ま
で
の
平
均
的
搬
送
時
間
が
表
示

　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
1
3
）
委
託
元
と
取
り
決
め
た
検
体
受
領
場
所
が
表
示
さ
れ
て

　
　
　
い
る
こ
と
。

　
3
　
　
「
検
査
案
内
書
」
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
旨

　
　
を
速
や
か
に
委
託
元
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
都
道
府
県

　
　
知
事
ば
、
法
第
二
十
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
適
宜
検
査
案
内

　
　
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．

第
二
項
　
検
体
の
受
領
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
検
体
受
領
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
体
受
領
担
当
者
の

　
　
業
務
を
画
一
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
体
受
領
時
の
誤
り

　
　
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
2
　
検
体
受
領
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
（
1
）
　
「
医
療
機
関
等
に
お
い
て
検
体
を
受
領
す
る
と
き
の
確
認

　
　
　
に
関
す
る
事
項
」
の
記
載
内
容
と
し
て
、
次
の
事
項
を
確
認
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す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
託
者
に
確
認
の
う
え
、

　
　
れ
て
い
る
こ
と

（
2
）

　
　
の
書
式
及
び
記
入
要
領
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

　
　
　
な
お
、
受
領
書
の
書
式
に
は
申
し
送
り
事
項
（
委
託
元
か

　
　
ら
検
査
に
つ
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
指
示

　
　
さ
れ
た
事
項
）
を
記
入
す
る
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

3
　
検
査
依
頼
書
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た
取
扱
い
が

　
　
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目

　
　
検
体
の
保
存
状
況

　
　
検
査
依
頼
書
と
検
体
の
数
、
種
類
及
び
量

　
　
総
検
体
数
■

　
　
そ
の
他
注
意
事
項

　
な
お
、
検
査
依
頼
書
の
記
載
事
項
等
で
不
明
確
な
点
は
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
託
者
に
修
正
さ
せ
る
旨
が
記
載
さ

　
　
　
　
　
　
0

　
「
受
領
書
の
発
行
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
受
領
書

①②③④⑤

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
項
　
検
体
の
搬
送
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
検
体
搬
送
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
体
搬
送
担
当
者
の

　
　
業
務
を
画
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
体
の
搬
送
時
に
お
け

　
　
る
検
体
の
変
質
等
検
査
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
こ
と
。

　
2
　
検
体
搬
送
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
（
1
）
　
二
般
的
な
搬
送
条
件
及
び
注
意
事
項
」
と
し
て
は
、
検

　
　
　
体
が
適
切
に
搬
送
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
設
定
温
度
、
震
動

　
　
　
、
遮
光
等
の
条
件
及
び
搬
送
担
当
者
が
注
意
す
べ
き
点
が
示

　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
2
）
　
「
搬
送
時
間
又
は
搬
送
条
件
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
検
査

　
　
　
項
目
及
び
当
該
配
慮
す
べ
き
事
項
」
と
し
て
は
、
特
に
配
慮

　
　
　
を
要
す
る
検
査
項
目
ご
と
に
具
体
的
な
検
体
取
扱
方
法
及
び

　
　
　
注
意
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
．

　
（
3
）
　
「
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
の
取
扱
い
に
関

す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
朝

　
託
者
に
確
認
の
う
え
、

　
れ
て
い
る
こ
と
。

（
2
）
　
「
受
領
書
の
発
行
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
受
領
書

　
の
書
式
及
び
記
入
要
領
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
．

　
　
な
お
、
受
領
書
の
書
式
に
は
申
し
送
り
事
項
（
委
託
元
か

　
ら
検
査
に
つ
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
指
示

　
さ
れ
た
事
項
）
を
記
入
す
る
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
検
体
ラ
ベ
ル
の
記
載
項
目

　
　
検
体
の
保
存
状
況

　
　
検
査
依
頼
書
と
検
体
の
数
、
種
類
及
び
量

　
　
総
検
体
数

　
　
そ
の
他
注
意
事
項

　
な
お
、
検
査
依
頼
書
の
記
載
事
項
等
で
不
明
確
な
点
は
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
託
者
に
修
正
さ
せ
る
旨
が
記
載
さ

①②③④⑤

第
三
項
　
検
体
の
搬
送
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
検
体
搬
送
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
体
搬
送
担
当
者
の

　
　
業
務
を
画
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
体
の
搬
送
時
に
お
け

　
　
る
検
体
の
変
質
等
検
査
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
こ
と
。

　
2
　
検
体
搬
送
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
（
1
）
　
二
般
的
な
搬
送
条
件
及
び
注
意
事
項
」
と
し
て
は
、
検

　
　
　
体
が
適
切
に
搬
送
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
温
度
、
震
動
、
遮

　
　
　
光
等
及
び
搬
送
担
当
者
が
注
意
す
べ
き
点
が
示
さ
れ
て
い
る

　
　
　
こ
と
。

　
（
2
）
　
「
搬
送
時
間
又
は
搬
送
条
件
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
検
査

　
　
　
項
目
及
び
当
該
配
慮
す
べ
き
事
項
」
と
し
て
は
、
特
に
配
慮

　
　
　
を
要
す
る
検
査
項
目
ご
と
に
具
体
的
な
検
体
取
扱
方
法
及
び

　
　
　
注
意
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
．

　
（
3
）
　
「
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
の
取
扱
い
に
関
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す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍
等
に
区
別
さ

　
　
　
れ
た
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
ヘ
の
検
体
の
収
納
に
あ
た
っ
て
の

　
　
　
注
意
事
項
及
び
ボ
ッ
ク
ス
の
適
正
な
使
用
法
が
具
体
的
に
示

　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
4
）
　
「
衛
生
検
査
所
等
へ
の
搬
送
の
過
程
に
お
い
て
一
時
的
に

　
　
　
検
体
を
保
管
す
る
と
き
の
注
意
事
項
」
と
し
て
は
、
次
の
事

　
　
　
項
が
示
ざ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
①
　
保
管
方
法

　
　
　
②
　
保
管
条
件
（
設
定
温
度
、
遮
光
等
）

　
　
　
③
保
管
時
間
に
関
し
て
特
に
配
慮
す
べ
き
検
査
項
目
と
そ

　
　
　
　
の
内
容

　
3
　
衛
生
検
査
所
が
他
者
を
し
て
検
体
の
受
領
及
び
搬
送
に
あ
た

　
　
ら
せ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
衛
生
検
査
所
は
そ
の
責
任
に
お
い

　
　
て
、
当
該
他
者
が
本
指
導
要
領
を
遵
守
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

　
、
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
項
　
検
体
の
受
付
及
び
仕
分
に
つ
い
て

　
　
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
検
体
の
受
付
及
ぴ
仕
分
に
あ
た
っ
て

　
は
、
検
体
受
付
及
ぴ
仕
分
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
受
付
検
体
数

　
及
び
作
業
単
位
ご
と
に
仕
分
け
さ
れ
た
検
体
数
の
確
認
を
励
行

　
し
、
誤
り
が
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
規
則

　
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
下
欄
「
衛
生
検
査
所

　
に
お
い
て
検
体
を
受
け
付
け
、
及
び
仕
分
け
る
と
き
の
確
認
に
関

　
す
る
事
項
」
の
記
載
内
容
と
し
て
、
次
の
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

　
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
①
患
者
名
、
性
別
及
び
年
齢

第

五⑧⑦⑥⑤④③②
項

検
査
項
目

検
体
の
数
、
種
類
及
び
量

検
体
採
取
年
月
日

検
体
番
号

検
体
受
領
年
月
日

容
器
の
破
損

検
体
ラ
ベ
ル
の
破
損

　
血
清
分
離
に
つ
い
て

’

　
　
　
す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍
等
に
区
別
さ

　
　
　
れ
た
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
ヘ
の
検
体
の
収
納
に
あ
た
っ
て
の

　
　
　
注
意
事
項
及
び
ボ
ッ
ク
ス
の
適
正
な
使
用
法
が
具
体
的
に
示

　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
4
）
　
「
衛
生
検
査
所
等
へ
の
搬
送
の
過
程
に
お
い
て
一
時
的
に

　
　
　
検
体
を
保
管
す
る
と
き
の
注
意
事
項
」
と
し
．
て
は
、
次
の
事

　
　
　
項
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
①
　
保
管
方
法

　
　
　
②
保
管
条
件
（
温
度
、
遮
光
等
）

　
　
　
③
　
保
管
時
間
に
関
し
て
特
に
配
慮
す
べ
き
検
査
項
目
と
そ

　
　
　
　
の
内
容

　
3
　
衛
生
検
査
所
が
他
者
を
し
て
検
体
の
受
領
及
び
搬
送
に
あ
た

　
　
ら
せ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
衛
生
検
査
所
は
そ
の
責
任
に
お
い

　
　
て
、
当
該
他
者
が
本
指
導
要
領
を
遵
守
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
項
　
検
体
の
受
付
及
び
仕
分
に
つ
い
て

　
　
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
検
体
の
受
付
及
び
仕
分
に
あ
た
っ
て

　
は
、
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
受
付
検
体
数

　
及
び
作
業
単
位
ご
と
に
仕
分
け
さ
れ
た
検
体
数
の
確
認
を
励
行

　
し
、
誤
り
が
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
規
則

　
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
下
欄
「
衛
生
検
査
所

　
に
お
い
て
検
体
を
受
け
付
け
、
及
び
仕
分
け
る
と
き
の
確
認
に
関

　
す
る
事
項
」
の
記
載
内
容
と
し
て
、
次
の
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

　
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
①
患
者
名
、
性
別
及
び
年
齢

　
②

　
③

　
④

　
⑤

　
⑥

　
⑦

　
⑧

第
五
項

検
査
項
目

検
体
の
数
、
種
類
及
び
量

検
体
採
取
年
月
日

検
体
番
号

検
体
受
領
年
月
日

容
器
の
破
損

検
体
ラ
ベ
ル
の
破
損

　
血
清
分
離
に
つ
い
て



別添

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
血
清
分
離
標
準
作
業
書
」
と
は
、
血
清
分
離
を
行
う
に

　
　
あ
た
っ
て
、
血
清
分
離
に
あ
た
る
担
当
者
の
手
技
と
、
血
清
分

　
　
離
を
行
う
場
所
の
環
境
条
件
を
画
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検

　
　
査
結
果
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
2
　
血
清
分
離
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
作
業
担
当
者
が
作
業
手
順
、
注
意
事
項
を
誤
ら
な
い
よ
う
具
体

　
　
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
六
項
　
検
査
・
測
定
に
つ
い
て

　
　
検
査
・
測
定
に
あ
た
っ
て
は
、
検
体
の
量
を
確
認
の
上
、
試
薬

　
の
取
扱
い
、
検
査
機
器
の
保
守
管
理
、
検
査
担
当
者
の
手
技
等
に

　
つ
い
て
次
の
事
項
に
留
意
の
う
え
検
査
精
度
の
向
上
を
図
る
べ
き

　
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
1
　
試
薬
取
扱
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

　
（
1
）
試
薬
の
使
用
は
用
法
に
従
い
適
切
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

　
（
2
）
自
家
調
製
試
薬
に
つ
い
て
は
、
検
査
結
果
の
普
遍
性
、
試

　
　
　
薬
の
安
定
性
等
が
確
保
さ
れ
た
も
の
を
、
薬
事
法
に
基
づ
く

　
　
　
承
認
試
薬
が
存
在
し
な
い
な
ど
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り

　
　
　
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
ま
た
、
こ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
検
査
案

　
　
　
内
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
な
ど
委
託
元
に
周
知
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
及
び
必
要
に
応
じ
て
試
薬
の
管
理
デ
ー
タ
等
を
提
示

　
　
　
で
き
る
体
制
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
．

　
（
3
）
各
試
薬
の
使
用
保
管
に
あ
た
っ
て
は
、
試
薬
ご
と
に
次
の

　
　
　
項
目
の
う
ち
、
検
査
精
度
を
適
正
に
保
つ
た
め
に
必
要
な
事

　
　
　
項
が
表
示
さ
れ
、
適
切
な
保
管
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
〈
名
称
、
濃
度
、
ロ
ッ
ト
ナ
ン
バ
ー
（
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
な

　
　
　
い
試
薬
に
つ
い
て
は
製
造
番
号
）
、
製
造
年
月
日
、
有
効
期

　
　
　
限
、
保
存
方
法
（
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍
等
）
、
受
領
年
月

　
　
　
日
、
開
封
年
月
日
〉

　
2
　
検
査
機
器
等
の
保
守
管
理
に
つ
い
て

　
1
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
「
血
清
分
離
標
準
作
業
書
」
と
は
、
血
清
分
離
を
行
う
に

　
　
あ
た
っ
て
、
血
清
分
離
に
あ
た
る
担
当
者
の
手
技
と
、
血
清
分

　
　
離
を
行
う
場
所
の
環
境
条
件
を
画
．
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検

　
　
査
結
果
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
2
　
血
清
分
離
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
作
業
担
当
者
が
作
業
手
順
、
注
意
事
項
を
誤
ら
な
い
よ
う
具
体

　
　
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
六
項
　
検
査
・
測
定
に
つ
い
て

　
　
検
査
・
測
定
に
あ
た
っ
て
は
、
検
体
の
量
を
確
認
の
上
、
試
薬

　
の
取
扱
い
、
検
査
機
器
の
保
守
管
理
、
検
査
担
当
者
の
手
技
等
に

　
つ
い
て
次
の
事
項
に
留
意
の
う
え
検
査
精
度
の
向
上
を
図
る
べ
き

　
も
の
で
あ
る
こ
と
．

　
1
　
試
薬
取
扱
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

　
（
1
）
試
薬
の
使
用
は
用
法
に
従
い
適
切
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

　
（
2
）
自
家
調
製
試
薬
に
つ
い
て
は
、
検
査
結
果
の
普
遍
性
、
試

　
　
　
薬
の
安
定
性
等
が
確
保
さ
れ
た
も
の
を
、
薬
事
法
に
基
づ
く

　
　
　
承
認
試
薬
が
存
在
し
な
い
な
ど
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り

　
　
　
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
ま
た
、
こ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
．
あ
ら
か
じ
め
検
査
案

　
　
　
内
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
な
ど
委
託
元
に
周
知
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
及
び
必
要
に
応
じ
て
試
薬
の
管
理
デ
ー
タ
等
を
提
示

　
　
　
で
き
る
体
制
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
（
3
）
各
試
薬
の
使
用
保
管
に
あ
た
っ
て
は
、
試
薬
ご
と
に
次
の
、

　
　
　
項
目
の
う
ち
、
検
査
精
度
を
適
正
に
保
つ
た
め
に
必
要
な
事

　
　
　
項
が
表
示
さ
れ
、
適
切
な
保
管
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
〈
名
称
、
濃
度
、
ロ
ッ
ト
ナ
ン
バ
ー
（
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
な

　
　
　
い
試
薬
に
つ
い
て
は
製
造
番
号
）
、
製
造
年
月
日
、
有
効
期

　
　
　
限
、
保
存
方
法
（
常
温
、
冷
蔵
、
冷
凍
等
）
、
受
領
年
月

　
　
　
日
、
開
封
年
月
日
〉

　
2
　
検
査
機
器
等
の
保
守
管
理
に
つ
い
て



恭勝卿

（
1
）
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
「
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
査

　
　
機
器
及
び
情
報
処
理
装
置
を
適
正
に
使
用
す
る
た
め
、
各
検

　
　
査
機
器
及
び
情
報
処
理
装
置
の
保
守
管
理
を
徹
底
さ
せ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
検
査
結
果
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き

　
　
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
　
①
「
常
時
行
う
べ
き
保
守
点
検
の
方
法
」
と
し
て
は
、
各

　
　
　
機
器
ご
と
に
具
体
的
な
保
守
点
検
手
順
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
②
　
　
「
定
期
的
な
保
守
点
検
に
関
す
る
計
画
」
と
し
て
は
、
．

　
　
　
各
機
器
ご
と
に
保
守
点
検
業
者
名
、
保
守
点
検
年
月
日
等

　
　
　
を
記
載
し
た
年
間
計
画
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
③
「
測
定
中
に
故
障
が
起
っ
た
場
合
の
対
応
（
検
体
の
取

　
　
　
扱
い
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
検
査
中

　
　
　
に
機
器
が
故
障
し
た
場
合
の
機
器
の
点
検
、
簡
易
な
故
障

　
　
、
の
修
理
法
及
び
修
理
業
者
の
連
絡
先
等
を
記
載
す
る
こ

　
　
　
と
。
ま
た
故
障
時
に
お
い
て
、
検
査
・
測
定
し
て
い
た
検

　
　
　
体
に
つ
い
て
、
再
検
査
を
含
め
た
取
扱
方
法
が
記
載
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

3
　
検
査
・
測
定
技
術
の
標
準
化

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
げ
る
「
測
定
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
査
・
測
定
に
あ
た
る
担

　
当
者
の
検
査
手
技
の
画
一
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
検
査
結
果

　
の
測
定
者
間
の
較
差
を
な
く
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
測
定
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

　
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

（
1
）
　
「
検
査
室
に
お
い
て
検
体
を
受
領
す
る
と
き
の
取
扱
い
に

　
　
関
す
る
事
項
」
、
　
「
測
定
の
実
施
方
法
」
、
　
「
管
理
試
料
及

　
　
び
標
準
物
質
の
取
扱
方
法
」
及
び
「
検
査
用
機
械
器
具
の
操

　
　
作
方
法
」
は
検
査
・
測
定
を
行
う
上
で
一
連
の
検
査
工
程
と

　
　
な
る
の
で
、
各
検
査
工
程
ご
と
に
具
体
的
な
手
順
及
び
確
認

（
1
）
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
「
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
査

　
　
機
器
及
び
情
報
処
理
装
置
を
適
正
に
使
用
す
る
た
め
、
各
検

　
　
査
機
器
及
ぴ
情
報
処
理
装
置
の
保
守
管
理
を
徹
底
さ
せ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
検
査
結
果
へ
の
影
響
が
起
き
な
い
よ
う
に
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き

　
　
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
二
と
。

　
　
①
「
常
時
行
う
べ
き
保
守
点
検
の
方
法
」
と
し
て
は
、
各

　
　
　
機
．
器
ご
と
に
具
体
的
な
保
守
点
検
手
順
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
、

　
　
②
「
定
期
的
な
保
守
点
検
に
関
す
る
計
画
」
と
し
て
は
、

　
　
　
各
機
器
ご
と
に
保
守
点
検
業
者
名
、
保
守
点
検
年
月
日
等

　
　
　
を
記
載
し
た
年
間
計
画
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
③
「
測
定
中
に
故
障
が
起
っ
た
場
合
・
の
対
応
（
検
体
の
取

　
　
　
扱
い
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
は
、
検
査
中

　
　
　
に
機
器
が
故
障
し
た
場
合
の
機
器
の
点
検
、
簡
易
な
故
障

　
　
　
の
修
理
法
及
び
修
理
業
者
の
連
絡
先
等
を
記
載
す
る
こ

　
　
　
と
。
ま
た
故
障
時
に
お
い
て
、
検
査
・
測
定
し
て
い
た
検

　
　
　
体
に
つ
い
て
、
再
検
査
を
含
め
た
取
扱
方
法
が
記
載
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

3
　
検
査
・
測
定
技
術
の
標
準
化

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
三
号
に
定
め
る
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

　
げ
る
「
測
定
標
準
作
業
書
」
と
は
、
検
査
・
測
定
に
あ
た
る
担

　
当
者
の
検
査
手
技
の
画
一
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
検
査
結
果

　
の
測
定
者
間
の
較
差
を
な
く
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
測
定
標
準
作
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

　
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

（
1
）
　
「
検
査
室
に
お
い
て
検
体
を
受
領
す
る
と
き
の
取
扱
い
に

　
　
関
す
る
事
項
」
、
　
「
測
定
の
実
施
方
法
」
、
　
「
管
理
試
料
及

　
　
び
標
準
物
質
の
取
扱
方
法
」
及
び
「
検
査
用
機
械
器
具
の
操

　
　
作
方
法
」
は
検
査
・
測
定
を
行
う
上
で
一
連
の
検
査
工
程
と

　
　
な
る
の
で
、
各
検
査
工
程
ご
と
に
具
体
的
な
手
順
及
ぴ
確
認
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事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
2
）
「
測
定
に
当
っ
て
の
注
意
事
項
」
と
し
て
は
、
　
（
1
）
に

　
　
　
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
項
で
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
（
検
．

　
　
　
査
不
可
材
料
、
測
定
値
の
変
動
要
因
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
（
3
）
　
「
基
準
値
及
び
判
定
基
準
（
形
態
学
的
検
査
及
び
画
像
認

　
　
　
識
に
よ
る
検
査
の
正
常
像
及
び
判
定
基
準
を
含
む
）
」
と
し

　
　
　
て
は
、
設
定
に
至
っ
た
理
由
及
び
参
考
文
献
名
が
記
入
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

　
（
4
）
　
「
異
常
値
を
示
し
た
検
体
の
取
扱
方
法
（
再
検
査
の
実
施

　
　
　
基
準
を
含
む
。
）
」
と
し
て
は
、
検
体
が
異
常
値
を
示
し
た

　
　
　
場
合
に
、
そ
の
検
体
の
保
存
の
要
否
等
の
取
扱
方
法
及
び
再

　
　
　
検
査
の
実
施
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
5
）
前
記
（
1
）
～
（
4
）
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
以
外
に
、
　
「
測
定

　
　
　
原
理
」
　
（
検
体
と
試
薬
の
化
学
反
応
等
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ

　
　
　
う
な
物
質
が
で
き
、
ど
の
物
質
を
測
定
す
る
か
等
）
、
　
「
臨
床

　
　
　
的
意
義
」
　
（
病
因
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
物
質
が
増
加
す
る

　
　
　
か
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

第
七
項
　
各
作
業
日
誌
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
各
作
業
日
誌
は
、
次
に
定

　
め
る
と
お
り
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
1
　
　
「
検
体
受
領
作
業
日
誌
」
は
、
検
体
の
受
領
に
あ
た
る
担
当

　
　
者
に
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る

　
　
こ
と
。

　
（
1
）
委
託
元
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

　
（
2
）
委
託
元
ご
と
の
受
領
時
刻
、
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別

　
　
　
受
領
検
体
数
、
総
受
領
検
体
数
及
ぴ
保
存
条
件
（
常
温
、
冷

　
　
　
蔵
、
冷
凍
等
）
ご
と
の
区
分
け
受
領
検
体
数

　
（
3
）
担
当
者
名
及
ぴ
作
成
年
月
日

　
（
4
）
そ
の
他

　
　
　
①
事
故
記
録
及
ぴ
処
理
記
録

　
　
　
②
　
検
体
に
関
し
て
特
に
附
記
す
る
事
項

　
　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
　
　
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
（
2
）
「
測
定
に
当
っ
て
の
注
意
事
項
」
と
し
て
は
、
　
（
1
）
に

　
　
　
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
項
で
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
（
検

　
　
　
査
不
可
材
料
、
測
定
値
の
変
動
要
因
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
（
3
）
　
「
基
準
値
及
び
判
定
基
準
（
形
態
学
的
検
査
及
び
画
像
認

　
　
　
識
に
よ
る
検
査
の
正
常
像
及
び
判
定
基
準
を
含
む
）
」
と
し

　
　
　
て
は
、
設
定
に
至
っ
た
理
由
及
び
参
考
文
献
名
が
記
入
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

　
　
（
4
）
　
「
異
常
値
を
示
し
た
検
体
の
取
扱
方
法
（
再
検
査
の
実
施

　
　
　
基
準
を
含
む
。
）
」
と
し
て
は
、
検
体
が
異
常
値
を
示
し
た

　
　
　
場
合
に
、
そ
の
検
体
の
保
存
の
要
否
等
の
取
扱
方
法
及
び
再

　
　
　
検
査
の
実
施
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
．

　
　
（
5
）
前
記
（
1
）
～
（
4
）
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
以
外
に
、
　
「
測
定

　
　
　
原
理
」
　
（
検
体
と
試
薬
の
化
学
反
応
等
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ

　
　
　
う
な
物
質
が
で
き
、
ど
の
物
質
を
測
定
す
る
か
等
）
、
　
「
臨
床

　
　
　
的
意
義
」
　
（
病
因
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
物
質
が
増
加
す
る

　
　
　
か
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

．
第
ヒ
項
　
各
作
業
日
誌
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
各
作
業
日
誌
は
、
次
に
定

　
め
る
と
お
り
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
．

　
1
　
　
「
検
体
受
領
作
業
日
誌
」
は
、
検
体
の
受
領
に
あ
た
る
担
当

　
　
者
に
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る

　
　
こ
と
。

　
　
（
1
）
委
託
元
の
名
称

　
　
（
2
）
委
託
元
ご
と
の
受
領
時
刻
、
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別

　
　
　
受
領
検
体
数
、
総
受
領
検
体
数
及
び
保
存
条
件
（
常
温
、
冷

　
　
　
蔵
、
冷
凍
等
）
ご
と
の
区
分
け
受
領
検
体
数

　
（
3
）
担
当
者
名
及
び
作
成
年
月
日

　
　
（
4
）
そ
の
他

　
　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
　
②
検
体
に
関
し
て
特
に
附
記
す
る
事
項

　
　
　
③
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
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2
　
　
「
検
体
搬
送
作
業
日
誌
」
は
、
搬
送
の
中
途
に
お
い
て
、
検

　
体
の
一
時
保
管
又
は
血
清
分
離
を
行
う
場
所
で
作
成
し
、
当
該

　
場
所
に
お
い
て
検
体
の
搬
出
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る

　
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
・

（
1
）
搬
送
先
ご
と
の
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別
搬
送
検
体

　
　
数
、
総
搬
送
検
体
数
、
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク

　
　
ス
数
、
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
の
搬
送
手
段

　
　
（
飛
行
機
、
鉄
道
、
自
動
車
等
）
、
搬
入
年
月
日
及
び
搬
入

　
　
時
刻
、
搬
出
年
月
日
及
び
搬
出
時
刻

（
2
）
　
担
当
者
名
及
び
作
成
年
月
日

（
3
）
　
そ
の
他

　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
②
．
申
し
送
り
事
項

　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

3
　
　
「
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌
」
は
、
検
体
受
付
及
び
仕

　
分
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
．
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄

　
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

（
1
）
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別
受
付
検
体
数
、
総
受
付
検
体

　
　
数

（
2
）
検
査
依
頼
書
と
受
付
検
体
の
照
合
結
果
の
記
録

（
3
）
種
類
別
総
受
付
検
体
数

（
4
）
検
査
工
程
別
仕
分
検
体
数
及
び
仕
分
先
受
領
者
の
確
認

（
5
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
作
業
開
始
・
終
了
時

　
　
刻

（
6
）
そ
の
他

　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
②
申
し
送
り
事
項

　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項
『

4
　
　
「
血
清
分
離
作
業
日
誌
」
は
、
血
清
分
離
を
行
う
担
当
者
に

　
■
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

　
と
。
、

（
1
）
遠
心
作
業
区
分
（
冷
却
遠
心
・
常
温
遠
心
等
）
ご
と
の
受

　
　
付
検
体
数

2
　
　
「
検
体
搬
送
作
業
日
誌
」
は
、
搬
送
の
中
途
に
お
い
て
、
検

　
体
の
一
時
保
管
又
は
血
清
分
離
を
行
う
場
所
で
作
成
し
、
当
該

・
場
所
に
お
い
て
検
体
の
搬
出
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る

　
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

■
（
1
）
搬
送
先
ご
と
の
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別
搬
送
検
体

　
　
数
、
総
搬
送
検
体
数
、
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク

　
　
ス
数
、
保
存
条
件
ご
と
の
専
用
搬
送
ボ
ッ
ク
ス
の
搬
送
手
段

　
　
（
飛
行
機
、
鉄
道
、
自
動
車
等
）
、
搬
入
年
月
日
及
び
搬
入

　
　
時
刻
、
搬
出
年
月
日
及
び
搬
出
時
刻

（
2
）
　
担
当
者
名
及
び
作
成
年
月
日

（
3
）
　
そ
の
他

　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
②
申
し
送
り
事
項

　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

3
　
　
「
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌
」
は
、
検
体
受
付
及
び
仕

　
分
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄

　
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

（
1
）
検
査
依
頼
書
枚
数
、
種
類
別
受
付
検
体
数
、
総
受
付
検
体

　
　
数

（
2
）
検
査
依
頼
書
と
受
付
検
体
の
照
合
結
果
の
記
録

（
3
）
種
類
別
総
受
付
検
体
数

（
4
）
検
査
工
程
別
仕
分
検
体
数
及
び
仕
分
先
受
領
者
の
確
認

（
5
）
作
業
担
当
音
名
、
作
業
年
月
日
及
び
作
業
開
始
・
終
了
時

　
　
　

（
6
）
そ
の
他

　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
②
申
し
送
り
事
項

　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

4
　
　
「
血
清
分
離
作
業
日
誌
」
は
、
血
清
分
離
を
行
う
担
当
者
に

　
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

　
と
。（

1
）
遠
心
作
業
区
分
（
冷
却
遠
心
・
常
温
遠
心
等
）
ご
と
の
受

　
　
付
検
体
数
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（
2
）
遠
心
作
業
区
分
ご
と
の
遠
心
済
検
体
数

　
（
3
）
室
内
温
度

　
（
4
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
作
業
開
始
・
終
了
時

　
　
　
刻

　
（
5
）
そ
の
他

　
　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録

　
　
　
②
申
し
送
り
事
項

　
　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
5
　
　
「
検
査
機
器
保
守
管
理
作
業
日
誌
」
は
、
各
機
器
ご
と
に
作

　
　
成
し
、
機
器
の
保
守
管
理
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
も

　
　
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
1
）
各
検
査
機
器
ご
と
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　
（
2
）
チ
ェ
ッ
ク
に
基
づ
き
特
に
附
記
す
る
事
項

　
（
3
）
定
期
的
保
守
点
検
の
点
検
作
業
内
容
及
び
点
検
業
者
名

　
（
4
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
目
及
び
点
検
開
始
・
終
了
時

　
　
　
刻

　
6
　
　
「
測
定
作
業
日
誌
」
は
、
各
検
査
工
程
ご
と
に
作
成
し
，
検

　
　
査
・
測
定
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の

　
　
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
1
）
検
査
・
測
定
検
体
数
及
び
再
検
査
検
体
数

　
（
2
）
管
理
試
料
等
に
よ
る
精
度
の
チ
．
エ
ッ
ク
状
況

　
（
3
）
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
状
況

　
（
4
）
検
査
室
の
室
温
等
環
境
に
関
す
る
事
項

　
（
5
）
通
常
考
え
ら
れ
な
い
異
常
デ
ー
タ
を
示
し
た
検
体
番
号
の

　
　
　
記
録
及
び
そ
の
対
応
（
再
検
査
若
し
く
は
緊
急
報
告
等
）

　
（
6
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
検
査
・
測
定
の
開

　
　
　
始
・
．
終
了
時
刻

第
八
項
　
各
台
帳
に
つ
い
て

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
各
台
帳
は
次
の
と
お
り
と

　
す
る
。

　
1
　
　
「
委
託
検
査
管
理
台
帳
」
と
は
、
検
査
の
委
託
を
受
け
た
衛

　
　
生
検
査
所
が
、
他
の
衛
生
検
査
所
等
に
再
度
検
査
を
委
託
す
る

　
　
場
合
（
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
が
、
実
際
に
検

　
（
2
）
遠
心
作
業
区
分
ご
と
の
遠
心
済
検
体
数

　
（
3
）
室
内
温
度

　
（
4
）
．
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
作
業
開
始
・
終
了
時

　
　
　
亥

　
（
5
）
そ
の
他

　
　
　
①
事
故
記
録
及
び
処
理
記
録
・

　
　
　
②
申
し
送
り
事
項

　
　
　
③
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
5
　
　
「
検
査
機
器
保
守
管
理
作
業
日
誌
」
は
、
各
機
器
ご
と
に
作

　
　
成
し
、
機
器
の
．
保
守
管
理
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
も

　
　
の
と
し
、
次
の
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
1
）
各
検
査
機
器
ご
と
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　
（
2
）
チ
ェ
ッ
ク
に
基
づ
き
特
に
附
記
す
る
事
項

　
（
3
）
定
期
的
保
守
点
検
の
点
検
作
業
内
容
及
び
点
検
業
者
名

　
（
4
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
点
検
開
始
・
終
了
時

　
　
　
　

　
6
　
　
「
測
定
作
業
日
誌
」
．
は
、
各
検
査
工
程
ご
と
に
作
成
し
、
検

　
　
査
・
測
定
に
あ
た
る
担
当
者
に
記
入
さ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の

　
　
記
載
欄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
－

　
（
1
）
検
査
・
測
定
検
体
数
及
び
再
検
査
検
体
数

　
（
2
）
管
理
試
料
等
に
よ
る
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
状
況

　
（
3
）
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
状
況

　
（
4
）
検
査
室
の
室
温
等
環
境
に
関
す
る
事
項

　
（
5
）
通
常
考
え
ら
れ
な
い
異
常
デ
ー
タ
を
示
し
た
検
体
番
号
の

　
　
　
記
録
及
び
そ
の
対
応
（
再
検
査
若
し
く
は
緊
急
報
告
等
）

　
（
6
）
作
業
担
当
者
名
、
作
業
年
月
日
及
び
検
査
・
測
定
の
開

　
　
　
始
・
終
了
時
刻

第
八
項
　
各
台
帳
に
つ
い
て

　
　
規
則
第
十
二
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
各
台
帳
は
次
の
と
お
り
と

　
す
る
。

　
1
　
　
「
委
託
検
査
管
理
台
帳
」
と
は
、
検
査
の
委
託
を
受
け
た
衛

　
　
生
検
査
所
が
、
他
の
衛
生
検
査
所
等
に
再
度
検
査
を
委
■
託
す
る

　
　
場
合
（
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
が
、
実
際
に
検
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査
・
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
に
検
体
を
搬
送
す
る
場
合
も

　
　
含
む
。
）
に
、
委
託
検
体
を
管
理
す
る
た
め
の
台
帳
で
あ
る
こ

　
　
と
6

　
2
　
　
「
試
薬
管
理
台
帳
」
と
は
、
試
薬
の
受
取
及
び
検
査
部
門
へ

　
　
の
引
渡
し
に
つ
い
て
の
数
量
管
理
を
行
う
た
め
の
台
帳
で
あ
る

　
　
こ
と
。

　
3
　
　
「
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
」
と
は
、
×
一
閃
管
理
図
な
ど

　
　
の
統
計
学
的
手
法
を
用
い
た
図
表
の
ほ
か
、
定
期
的
に
行
う
内

　
　
部
ブ
ラ
イ
ン
ド
調
査
の
結
果
等
の
書
類
を
整
理
湿
た
台
帳
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
4
　
　
「
外
部
精
度
管
理
台
帳
」
と
は
、
外
部
精
度
管
理
調
査
及
び

　
　
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
の
書
類
を
整
理
し
た
台
帳
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
5
　
　
「
検
査
結
果
報
告
台
帳
」
と
は
、
委
託
元
ご
と
に
検
査
結
果

　
　
の
写
し
を
整
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
作
成

　
　
さ
れ
た
台
帳
で
あ
る
こ
と
。

　
6
　
　
「
苦
情
処
理
台
帳
」
と
は
、
問
合
せ
及
び
苦
情
の
内
容
に
応

　
　
じ
て
、
原
因
究
明
及
ぴ
改
善
措
置
が
記
載
さ
れ
、
整
理
さ
れ
た

　
　
台
帳
で
あ
る
こ
と
。

第
九
項
　
そ
の
他

　
1
　
各
作
業
日
誌
及
び
各
台
帳
は
少
な
く
と
も
二
年
間
保
存
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
各
作
業
日
誌
及
び
各
台
帳
の
記
載
事
項
が
本
衛
生
検

　
　
査
所
指
導
要
領
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
、
次
の
事
項
が
確
保

　
　
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
電
子
媒
体
を
利
用
し
た
保
存
で
も
差

　
　
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
（
1
）
記
載
事
項
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
る
虚
偽
入
力
、
書
き
換

　
　
　
え
、
消
去
及
び
混
同
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と

　
（
2
）
都
道
府
県
知
事
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
等
必
要
に
応
じ

　
　
　
て
、
容
易
に
見
読
可
能
な
状
態
（
帳
票
の
出
力
等
）
に
で
き

　
　
　
る
こ
と

　
（
3
）
保
存
期
間
内
に
お
い
て
復
元
可
能
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て

　
　
査
・
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
に
検
体
を
搬
送
す
る
場
合
も

　
　
含
む
。
）
に
、
委
託
検
体
を
管
理
す
る
た
め
の
台
帳
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
2
　
　
「
試
薬
管
理
台
帳
」
と
は
、
試
薬
の
受
取
及
び
検
査
部
門
へ

　
　
の
引
渡
し
に
つ
い
て
の
数
量
管
理
を
行
う
た
め
の
台
帳
で
あ
る

　
　
こ
と
。

　
3
　
　
「
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
」
と
は
、
×
1
刀
管
理
図
な
ど

　
　
の
統
計
学
的
手
法
を
用
い
た
図
表
の
ほ
か
、
定
期
的
に
行
う
内

　
　
部
ブ
ラ
イ
ン
ド
調
査
の
結
果
等
の
書
類
を
整
理
し
た
台
帳
で
あ

　
　
る
こ
と
，

　
4
　
　
「
外
部
精
度
管
理
台
帳
」
と
は
、
外
部
精
度
管
理
調
査
及
び

　
　
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
の
書
類
を
整
理
し
た
台
帳
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
5
　
　
「
検
査
結
果
報
告
台
帳
」
と
は
、
委
託
元
ご
と
に
検
査
結
果

　
　
の
写
し
を
整
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
作
成

　
　
さ
れ
た
台
帳
で
あ
る
こ
と
。

　
6
・
「
苦
情
処
理
台
帳
」
と
は
、
問
合
せ
及
び
苦
情
の
内
容
に
応

　
　
じ
て
、
原
因
究
明
及
び
改
善
措
置
が
記
載
さ
れ
、
整
理
さ
れ
た

　
　
台
帳
で
あ
る
こ
と
。

第
九
項
　
そ
の
他

　
1
　
各
作
業
日
誌
及
ぴ
各
台
帳
は
少
な
く
と
も
二
年
間
保
存
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
各
作
業
日
誌
及
び
各
台
帳
の
記
載
事
項
が
本
衛
生
検

　
　
査
所
指
導
要
領
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
、
次
の
事
項
が
確
保

　
　
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
電
子
媒
体
を
利
用
し
た
保
存
で
も
差

　
　
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
（
1
）
記
載
事
項
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
る
虚
偽
入
力
、
書
き
換

　
　
　
え
、
消
去
及
び
混
同
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ち
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と

　
（
2
）
都
道
府
県
知
事
の
諦
求
が
あ
っ
た
場
合
等
必
要
に
応
じ

　
　
　
て
、
容
易
に
見
読
可
能
な
状
態
（
帳
票
の
出
力
等
）
に
で
き
一

　
　
　
る
こ
と

　
（
3
）
保
存
期
間
内
に
お
い
て
復
元
可
能
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て

！
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い
る
こ
と

　
　
2
　
各
作
業
日
誌
及
ぴ
各
台
帳
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
検
体
搬

　
　
　
送
作
業
日
誌
を
検
体
受
領
作
業
日
誌
に
、
委
託
検
査
管
理
台
帳

　
　
　
を
検
体
受
付
及
ぴ
仕
分
作
業
日
誌
に
統
合
す
る
な
ど
、
衛
生
検

　
　
　
査
所
の
作
業
内
容
に
応
じ
て
整
理
統
合
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
。

　
　
3
　
各
標
準
作
業
書
は
図
式
化
な
ど
の
方
法
で
わ
か
り
や
す
く
記

　
　
　
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
4
　
各
標
準
作
業
書
は
、
各
々
の
担
当
者
が
す
ぐ
見
ら
れ
る
場
所

　
　
　
に
常
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
5
　
各
標
準
作
業
書
は
、
適
宜
、
内
容
を
再
検
討
し
た
う
え
で
、

　
　
　
改
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
四
節
　
検
査
精
度
の
向
上
に
関
す
る
事
項

　
　
検
査
精
度
の
向
上
を
図
る
た
め
、
特
に
以
下
の
各
項
目
が
実
施
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
第
一
項
　
一
般
的
事
項
に
つ
い
て

　
　
1
　
日
頃
か
ら
研
究
を
重
ね
、
検
査
結
果
の
精
度
を
高
め
る
た
め

　
　
　
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
特
に
、
形
態
学
的
検
査
及
び

　
　
　
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
又
は
パ
タ
ー
ン
認
識
に
よ
る
検
査
に
つ

　
　
　
い
て
は
、
検
査
担
当
者
の
知
識
及
び
技
能
の
研
鑽
が
精
度
管
理

　
　
　
に
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
、
重
点
的
に
そ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
2
　
各
検
査
項
目
ご
と
に
図
一
刀
管
理
図
を
作
成
す
る
な
ど
、
諸

　
　
　
種
の
統
計
学
的
精
度
管
理
を
実
施
し
、
そ
の
資
料
は
常
時
活
用

　
　
　
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
資
料
等
精
度

　
　
　
管
理
の
実
施
（
外
部
精
度
管
理
調
査
の
結
果
を
含
む
。
）
に
関

　
　
　
し
て
は
、
随
時
、
委
託
元
に
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
に
努
め

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
3
　
検
体
の
取
違
え
な
ど
検
査
過
誤
に
関
わ
る
事
項
を
記
録
し
、

　
　
　
保
管
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
4
　
日
々
、
検
査
・
測
定
作
業
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
機
器
及

　
　
　
び
試
薬
に
必
要
な
較
正
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
5
　
管
理
試
料
及
ぴ
標
準
物
質
の
使
用
は
、
用
法
に
従
い
適
切
な

　
　
　
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
自
家
調
製
に
よ
る
管
理

　
　
　
　
い
る
こ
と

　
　
2
　
各
作
業
日
誌
及
び
各
台
帳
砂
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
検
体
搬

●　
　
　
送
作
業
日
誌
を
検
体
受
領
作
業
日
誌
に
、
委
託
検
査
管
理
台
帳

　
　
　
を
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌
に
統
合
す
る
な
ど
、
衛
生
検

　
　
　
査
所
の
作
業
内
容
に
応
じ
て
整
理
統
合
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
。

　
　
3
　
各
標
準
作
業
書
は
図
式
化
な
ど
の
方
法
で
わ
か
り
や
す
く
記

　
　
　
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
4
　
各
標
準
作
業
書
は
、
各
々
の
担
当
者
が
す
ぐ
見
ら
れ
る
場
所

　
　
　
に
常
備
さ
れ
て
い
る
二
と
．

　
　
5
　
各
標
準
作
業
書
は
、
適
宜
、
内
容
を
再
検
討
し
た
う
え
で
、

　
　
　
改
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
四
節
　
検
査
精
度
の
向
上
に
関
す
る
事
項

　
　
検
査
精
度
の
向
上
を
図
る
た
め
、
・
特
に
以
下
の
各
項
目
が
実
施
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
第
一
項
　
一
般
的
事
項
に
つ
い
て

　
・
1
　
目
頃
か
ら
研
究
を
重
ね
、
検
査
結
果
の
精
度
を
高
め
る
た
め

　
　
　
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
特
に
、
形
態
学
的
検
査
及
び

　
　
　
画
像
認
識
に
よ
る
検
査
又
は
パ
タ
ー
ン
認
識
に
よ
る
検
査
に
つ

　
　
　
い
て
は
、
検
査
担
当
者
の
知
識
及
び
技
能
の
研
鑚
が
精
度
管
理

　
　
　
に
結
ぴ
っ
く
こ
と
か
ら
、
重
点
的
に
そ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い

　
　
　
る
こ
と
，

　
　
2
　
各
検
査
項
目
ご
と
に
図
－
刀
管
理
図
を
作
成
す
る
な
ど
、
諸

　
　
　
種
の
統
計
学
的
精
度
管
理
を
実
施
し
、
そ
の
資
料
は
常
時
活
用

　
　
　
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
ま
た
、
そ
の
資
料
等
精
度

　
｝
　
管
理
の
実
施
（
外
部
精
度
管
理
調
査
の
結
果
を
含
む
。
）
に
関

　
　
　
し
て
は
、
随
時
、
委
託
元
に
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
に
努
め

　
　
　
る
こ
と
、

　
　
3
　
検
体
の
取
違
え
な
ど
検
査
過
誤
に
関
わ
る
事
項
を
記
録
し
、

　
　
　
保
管
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
4
　
日
々
、
検
査
・
測
定
作
業
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
機
器
及

　
　
　
び
試
薬
に
必
要
な
較
正
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
．

　
　
5
　
管
理
試
料
及
び
標
準
物
質
の
使
用
は
、
用
法
に
従
い
適
切
な

　
　
　
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
自
家
調
製
に
よ
る
管
理



別添

　
血
清
等
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
正
確
性
、
安
定
性
等
が
確
保

　
さ
れ
た
信
頼
性
の
高
い
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

6
　
内
部
精
度
管
理
に
使
用
す
る
管
理
試
料
等
は
、
性
状
等
が
明

　
　
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
7
　
定
期
的
に
内
部
ブ
ラ
イ
ン
ド
調
査
を
行
う
な
ど
内
部
監
査
シ

　
　
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
8
　
都
道
府
県
の
衛
生
研
究
所
及
び
大
学
病
院
等
の
機
関
と
、
定

　
　
期
的
に
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
二
項
　
微
生
物
学
的
検
査
に
つ
い
て

1
1

（
1
） 細

菌
培
養
同
定
検
査
、
薬
剤
感
受
性
検
査
に
つ
い
て

管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技

　
能

（
刎
）

（
染
色
技
術
を
含
む
）
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

定
期
的
、
あ
る
い
は
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
管
理
試
料
等
を
用

い
て
、
培
地
等
（
感
受
性
デ
ィ
ス
ク
、
試
薬
等
も
含
む
。
）

の
活
性
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
3
1
）

定
期
的
に
染
色
液
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
一

（
1
） 病
原
体
遺
伝
子
検
査
に
つ
い
て

　
既
知
検
体
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能

が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
2
1
）

検
査
の
工
程
毎
に
、
日
々
検
査
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ

　　　第

1三
1項

れ
て
い
る
こ
と
。

　
血
清
学
的
検
査
に
つ
い
て

血
清
学
検
査
に
つ
い
て

（
1
）
管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技

　
能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
目
々
、
血
清
学
検
査
の
試
薬
の

性
能
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
釧
）2

1

（
1
） 　

適
宜
、
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
。

免
疫
学
検
査
に
つ
い
て

管
理
試
料
等
を
用
い
た
日
々
の
精
度
管
理
が
、
自
動
免
疫

測
定
装
置
等
の
仕
様
に
基
づ
き
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

適
宜
、
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て

血
清
等
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
正
確
性
、
安
定
性
等
が
確
保

さ
れ
た
信
頼
性
の
高
い
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
6
　
定
期
的
に
内
部
ブ
ラ
イ
ン
ド
調
査
を
行
う
な
ど
内
部
監
査
シ

　
　
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
7
　
都
道
府
県
の
衛
生
研
究
所
及
び
大
学
病
院
等
の
機
関
と
、
定

　
　
期
的
に
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
二
項
　
微
生
物
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
1
　
既
知
検
体
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能

（
染
色
技
術
を
含
む
。
）
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
い
て
、
培
地
等
（
感
受
性
デ
ィ
ス
ク
、
試
薬
等
も
含
む
．
）

2　
活
性
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

31

@
定
期
的
に
染
色
液
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

定
期
的
、
あ
る
い
は
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
既
知
の
微
生
物
を
用（ノ）

　　第

1三
　　項

血
清
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
　
既
知
検
体
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能
が

　
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
　
既
知
の
陽
性
．
陰
性
検
体
又
は
高
・
低
値
の
管
理
血
清
を
用

　
い
て
、
日
々
、
血
清
学
的
検
査
の
試
薬
の
活
性
が
調
べ
ら
れ
て

　
い
る
こ
と
。
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第
四
項

　
1
1

　
　
K

い
る
こ
と
。

　
血
液
学
的
検
査
に
つ
い
て

血
球
算
定
検
査
、
血
液
像
検
査
、
出
血
・
凝
固
検
査
に
つ
い

（
1
）
管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
月
｝
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技

　
能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
財

管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
日
々
、
血
液
学
的
検
査
の
試
薬

の
性
能
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
3
1
）　
適
宜
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
。

（
引
）

管
理
試
料
等
を
用
い
た
日
々
の
精
度
管
理
が
、
自
動
血
球

2
1

（
1
） 計

数
器
や
自
動
凝
固
検
査
装
置
等
の
仕
様
に
基
づ
き
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

細
胞
性
免
疫
検
査
に
つ
い
て

管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技

能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

管
理
試
料
等
を
用
い
た
日
々
の
精
度
管
理
が
、
フ
ロ
ー
サ

3
1

イ
ト
メ
ー
タ
ー
等
の
仕
様
に
基
づ
き
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。

染
色
体
検
査
、
生
殖
細
胞
系
列
遺
伝
子
検
査
、
体
細
胞
遺
伝

子
検
査
（
血
液
細
胞
に
よ
る
場
合
）
に
つ
い
て

（
”
）

既
知
検
体
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能

が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

検
査
の
工
程
毎
に
、
日
々
、
検
査
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行

　
　
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
五
項
　
病
理
学
的
検
査
に
づ
い
て

（　 1

11て1
）　　　』rま病

理
組
織
検
査
、
細
胞
検
査
、
免
疫
組
織
化
学
検
査
に
つ
い

既
知
標
本
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能

が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

検
査
の
目
的
に
応
じ
て
、
試
薬
、
固
定
液
及
び
染
色
液
等

が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
の
確
認
が
適
時
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
。

第
四
項

　
1

血
液
学
的
検
査
に
つ
い
て

既
知
検
体
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能
が

　
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2

既
知
検
体
を
用
い
て
、
目
々
、
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。

第
五
項

　
1

病
理
学
的
検
査
に
つ
い
て

病
理
組
織
検
査
の
目
的
に
応
じ
た
適
切
な
固
定
液
が
用
い
ら

　
れ
て
い
る
か
の
確
認
が
適
時
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

2

細
胞
診
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
，
既
知
標
本
を
用
い
て
月

一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
い
合
わ
せ
す
る
な
ど
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

3

検
査
依
頼
書
に
不
明
確
な
点
が
あ
れ
ば
、
依
頼
者
に
直
接
問



別添

（
3
1
）

2
一

（
1
） 　

検
査
依
頼
書
に
不
明
確
な
点
が
あ
れ
ば
、
委
託
元
に
直
接

問
い
合
わ
せ
を
す
る
な
ど
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

分
子
病
理
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
既
知
標
本
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能
↓

が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）
　
検
査
の
目
的
に
応
じ
て
、
試
薬
が
適
正
に
用
い
ら
れ
て
い

る
か
の
確
認
が
適
時
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

3
　
体
細
胞
遺
伝
子
検
査

劉

（
血
液
細
胞
に
よ
ら
な
い
場
合
）
に
つ

（
1
）
既
知
標
本
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能

　
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）

検
査
の
工
程
毎
に
目
々
、
検
査
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

第
六
項
　
寄
生
虫
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
　
既
知
標
本
や
学
術
書
を
用
い
て
、
月
一

　
技
能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
七
項
　
生
化
学
的
検
査
に
つ
い
て

生
化
学
検
査
に
つ
い
て

回
以
上
検
査
担
当
者
の

1
1

（
1
）　
管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
日
々
、
検
査
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
刎
）
　
管
理
試
料
等
を
用
い
た
チ
ェ
ッ
ク
は
最
低
約
一
〇
〇
検
体

毎
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
3
1
）　
適
宜
、
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
。

（
引
）

管
理
試
料
等
を
用
い
た
日
々
の
精
度
管
理
が
、
自
動
分
析

2

装
置
等
の
仕
様
に
基
づ
き
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

尿
・
糞
便
等
一
般
検
査
に
つ
い
て

管
理
試
料
等
を
用
い
て
、
日
々
、
検
査
精
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が

　
　
　
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
五
節
　
検
査
外
部
委
託
に
関
す
る
事
項

　
1
　
外
部
委
託
し
た
検
査
結
果
の
責
任
は
、
し
外
部
委
託
し
た
と
こ
ろ

　
　
の
衛
生
検
査
所
が
と
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
2
　
検
査
外
部
委
託
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
結
果
の
報
告
書

1

第
六
項
　
寄
生
虫
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
　
既
知
標
本
を
用
い
て
、
月
一
回
以
上
検
査
担
当
者
の
技
能
が
評

　
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
し
項
　
生
化
学
的
検
査
に
つ
い
て

　
L
　
日
々
、
機
器
の
点
検
及
び
管
理
血
清
を
用
い
て
の
精
度
の
チ

　
　
；
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
管
理
血
清
を
用
い
た
チ
ェ
ッ
ク
は
最
低
約
一
〇
〇
検
体
毎
に

　
　
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
3
1
　
適
宜
、
関
連
検
査
項
目
と
の
相
関
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
。

第
五
節
　
検
査
外
部
委
託
に
関
す
る
事
項

　
1
　
外
部
委
託
し
た
検
査
結
果
の
責
任
は
、
外
部
委
託
し
た
と
こ
ろ

　
　
の
衛
生
検
査
所
が
と
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
2
　
検
査
外
部
委
託
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
結
果
の
報
告
書
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に
最
終
委
託
先
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
最
終
委
託
先
の
正
式
な
名
称
を
検
査
項
目
ご
と
に
報
告

　
書
に
記
入
で
き
な
い
場
合
は
、
記
号
等
に
よ
り
表
示
さ
せ
る
こ
と

　
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
委
託
元
が
最
終
委
託
先
の
名
称
を

　
理
解
で
き
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

3
　
検
査
外
部
委
託
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
、
最
終
委
託
先
に
関

　
し
、
次
の
事
項
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
都
道
府
県
知
事

　
が
行
う
報
告
徴
収
ま
た
は
立
入
検
査
時
に
提
出
が
求
め
ら
れ
た
場

　第

1六（（（（（＿（

節7654321合A　　　　 ））　）　）　）　）　）　　
、

提
示
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

組
織

職
員
構
成

構
造
設
備

業
務
内
容

内
部
精
度
管
理
の
実
施
状
況

外
部
精
度
管
理
の
実
施
状
況

検
査
案
内
書

検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
事
項

　
　
　
検
査
結
果
の
委
託
元
へ
の
報
告
に
あ
た
っ
て
は
、
検
査
依
頼
書

　
　
に
照
ら
し
、
患
者
名
、
検
査
項
目
等
の
必
要
事
項
が
報
告
書
に
つ

　
　
い
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
検
査
結
果
が
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
報
告
で
き
る
シ
ス
テ
ム

　
　
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
。

　
3
　
検
査
結
果
が
緊
急
報
告
を
要
す
る
検
査
値
を
示
し
た
場
合
及
び

　
　
検
査
過
誤
が
判
明
し
た
場
合
に
、
委
託
元
と
緊
密
な
連
絡
が
と
れ

　
　
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
．
な
お
、
緊
急
報
告

　
　
を
行
っ
た
検
査
の
検
体
等
は
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い

　
　
こ
と
。

　
4
　
検
査
結
果
の
報
告
書
に
は
、
検
査
・
測
定
の
責
任
者
あ
る
い
け

　
　
苦
情
処
理
担
当
者
の
氏
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
病

　
　
理
学
的
検
査
の
報
告
書
に
は
、
検
査
担
当
者
の
署
名
又
は
押
印
が

　
　
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

第
七
節
　
外
部
精
度
管
理
調
査
へ
の
参
加
に
関
す
る
事
項

　
　
都
道
府
県
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
等
が
行
う
外
部
精
度
管
理
調

　
に
最
終
委
託
先
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
最
終
委
託
先
の
正
式
な
名
称
を
検
査
項
目
ご
と
に
報
告

　
書
に
記
入
で
き
な
い
場
合
は
、
記
号
等
に
よ
り
表
示
さ
せ
る
こ
と

　
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
委
託
元
が
最
終
委
託
先
の
名
称
を

　
理
解
で
き
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

3
　
検
査
外
部
委
託
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
、
最
終
委
託
先
に
関

　
し
、
次
の
事
項
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
．
な
お
、
都
道
府
県
知
事

　
が
行
う
報
告
徴
収
ま
た
は
立
入
検
査
時
に
提
出
が
求
め
ら
れ
た
場

　第

1六＿（＿＿＿＿＿
　節7654321合
人）））））））、

提
示
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

組
織

職
員
構
成

構
造
設
備

業
務
内
容

内
部
精
度
管
理
の
実
施
状
況

外
部
精
度
管
理
の
実
施
状
況

検
査
案
内
書

検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
事
項

　
　
　
検
査
結
果
の
委
託
元
へ
の
報
告
に
あ
た
っ
て
は
、
検
査
依
頼
書

　
　
に
照
ら
し
、
患
者
名
、
検
査
項
目
等
の
必
要
事
項
が
報
告
書
に
つ

　
　
い
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
検
査
結
果
が
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
報
告
で
き
る
シ
ス
テ
ム

　
　
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
。

　
3
　
検
査
結
果
が
緊
急
報
告
を
要
す
る
検
査
値
を
示
し
た
場
合
及
び

　
　
検
査
過
誤
が
判
明
し
た
場
合
に
、
委
託
元
と
緊
密
な
連
絡
が
と
れ

　
　
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
．
な
お
、
緊
急
報
告

　
　
を
行
っ
た
検
査
の
検
体
等
は
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い

　
　
こ
と
。

　
4
　
検
査
結
果
の
報
告
書
に
は
、
検
査
・
測
定
の
責
任
者
あ
る
い
は

　
　
苦
情
処
理
担
当
者
の
氏
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
病

　
　
理
学
的
検
査
の
報
告
書
に
は
、
検
査
担
当
者
の
署
名
又
は
押
印
が

　
　
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

第
七
節
　
外
部
精
度
管
理
調
査
へ
の
参
加
に
関
す
る
事
項

　
　
都
道
府
県
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
等
が
行
う
外
部
精
度
管
理
調
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査
に
年
一
回
以
上
は
参
加
す
る
こ
と
。

第
八
節
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て

　
　
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
と
は
、
委
託
元
か
ら
受
領

　
　
し
た
血
液
検
体
を
検
査
・
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
ま
で
搬
送

　
　
す
る
過
程
に
お
い
て
、
血
液
を
血
清
及
び
血
餅
に
分
離
す
る
こ
と

　
　
を
業
と
す
る
衛
生
検
査
所
を
い
う
。
検
査
項
目
に
よ
っ
て
は
本
来

　
　
検
査
の
委
託
元
に
お
い
て
採
血
後
に
血
清
分
離
を
行
う
こ
と
が
望

　
　
ま
し
い
が
、
実
際
は
血
液
の
ま
ま
委
託
き
れ
る
こ
と
が
多
い
。
血

　
　
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
こ
う
し
た
実
態
に
鑑
み
、
受

　
　
領
し
た
血
液
を
す
み
や
か
に
血
清
分
離
し
て
、
検
査
の
結
果
の
信

　
　
頼
性
を
高
め
る
必
要
か
ら
特
に
設
け
ら
れ
た
衛
生
検
査
所
で
あ

　
　
る
。

　
第
二
項
　
業
務
に
つ
い
て

　
　
1
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
血
清
分

　
　
　
離
以
外
の
検
査
業
務
を
行
9
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
と
え

　
　
　
ば
、
い
わ
ゆ
る
緊
急
検
査
に
つ
い
て
は
、
検
査
業
務
の
内
容
に

　
　
　
応
じ
た
衛
生
検
査
所
と
し
て
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
ず
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
行
っ
て
は

　
　
　
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
2
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
、
血
清
を
別

　
　
　
容
器
に
移
し
換
え
た
後
、
血
餅
を
廃
棄
な
い
し
洗
浄
す
る
場
合

　
　
　
は
、
規
則
第
十
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
「
廃
水
及
び
廃
棄
物
の

　
　
　
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は
器
具
」
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
第
三
項
　
登
録
基
準
の
緩
和
に
つ
い
て

　
　
．
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

　
　
に
基
準
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
1
　
検
査
機
器
に
つ
い
て

　
　
　
　
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
冷
凍
庫
及
ぴ
遠
心
器
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
2
　
検
査
室
の
面
積
に
つ
い
て

　
　
　
　
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
検
査
室
を
有
す

　
　
　
る
こ
と
。

　
査
に
年
一
回
以
上
は
参
加
す
る
こ
と
。

第
八
節
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
関
す
る
事
項

　
第
一
項
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て

　
　
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
と
は
、
委
託
元
か
ら
受
領

　
　
し
た
血
液
検
体
を
検
査
・
測
定
を
行
う
衛
生
検
査
所
等
ま
で
搬
送

　
　
す
る
過
程
に
お
い
■
て
、
血
液
を
血
清
及
び
血
餅
に
分
離
す
る
こ
と

　
　
を
業
と
す
る
衛
生
検
査
所
を
い
う
。
検
査
項
目
に
よ
っ
て
は
本
来

　
　
検
査
の
委
託
元
に
お
い
て
採
血
後
に
血
清
分
離
を
行
う
こ
と
が
望

　
　
ま
し
い
が
、
実
際
は
血
液
の
ま
ま
委
託
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
血

　
　
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
は
こ
う
し
た
実
態
に
鑑
み
、
受

　
　
領
し
た
血
液
を
す
み
や
か
に
血
清
分
離
し
て
、
検
査
の
結
果
の
信

　
　
頼
性
を
高
め
る
必
要
か
ら
特
に
設
け
ら
れ
た
衛
生
検
査
所
で
あ

　
　
る
。

　
第
二
項
　
業
務
に
つ
い
て

　
　
！
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
血
清
分

　
　
　
離
以
外
の
検
査
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
と
え

　
　
　
ば
、
い
わ
ゆ
る
緊
急
検
査
に
つ
い
・
て
は
、
検
査
業
務
の
内
容
に

　
　
　
応
じ
た
衛
生
検
査
所
と
し
て
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
ず
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
行
っ
て
は

　
　
　
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
2
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
、
血
清
を
別

　
　
　
容
器
に
移
し
換
え
た
後
、
血
餅
を
廃
棄
な
い
し
洗
浄
す
る
場
合

　
　
　
は
、
規
則
第
十
二
条
第
ヒ
号
に
掲
げ
る
「
廃
水
及
び
廃
棄
物
の

　
　
　
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は
器
具
」
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
第
三
項
　
登
録
基
準
の
緩
和
に
つ
い
て

　
　
　
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

　
　
に
基
準
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
1
　
検
査
機
器
に
つ
い
て

　
　
　
　
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
冷
凍
庫
及
び
遠
心
羅
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
2
　
検
査
室
の
面
積
に
つ
い
て

　
　
　
　
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
検
査
室
を
有
す

　
　
　
る
こ
と
。
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3
　
人
員
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
一
人
以
上
の
医
師
又
は
臨
床
検
査
技
師
が
置
か
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
と
。

　
　
　
4
　
標
準
作
業
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書
及
び
測
定
標
準
作
業
書
を

　
　
　
　
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
5
　
作
業
日
誌
及
び
台
帳
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌
、
測
定
作
業
日
誌
、
試
薬
管

　
　
　
　
理
台
帳
、
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
及
び
外
部
精
度
管
理
台
帳

　
　
　
　
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

　
　
第
四
項
　
精
度
管
理
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
精
度
管
理
責
任
者
に
よ
る
精
度
管
理
業
務
は
、
少
な
く
と
も

　
　
　
　
月
一
日
以
上
衛
生
検
査
所
に
赴
い
て
行
え
ば
良
い
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
2
　
外
部
精
度
管
理
調
査
に
必
ず
し
も
参
加
す
る
必
要
は
な
い
こ

　
　
　
　
と
。

　
　
　
3
　
検
査
案
内
書
の
表
紙
に
血
清
分
離
の
み
を
行
う
旨
が
明
記
さ

　
　
　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
第
五
項
　
そ
の
他

　
　
　
　
登
録
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
申
請
書
の
「
検
査
業
務
の
内

　
　
　
容
」
の
欄
に
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

第
四
章
　
そ
の
他

　
第
一
節
防
疫
条
例
と
の
関
係
に
関
す
る
事
項

　
　
　
細
菌
、
病
原
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
都

　
　
道
府
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
防
疫
上
の
観
点
か
ら
制
定

　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衛
生
検
査
所
の
制
度
は
医
療
面
に
お
け
る
検

　
　
査
業
務
の
適
正
を
図
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
条
例

　
　
に
よ
る
施
設
開
設
の
許
可
等
と
衛
生
検
査
所
の
登
録
と
を
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
行
政
目
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
運
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
第
二
節
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
に
関

　
　
　
　
　
す
る
事
項

　
　
第
一
項
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
は
、
衛
生
検
査
所
が
人
体
か

　
　
　
3
　
人
員
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
一
人
以
上
の
医
師
又
は
臨
床
検
査
技
師
若
し
く
は
衛
生
検
査

　
　
　
　
技
師
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
4
　
標
準
作
業
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書
及
び
測
定
標
準
作
業
書
を

　
　
　
　
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
．

　
　
　
5
　
作
業
日
誌
及
び
台
帳
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌
、
測
定
作
業
日
誌
、
試
薬
管

　
　
　
　
理
台
帳
、
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳
及
ぴ
外
部
精
度
管
理
台
帳

　
　
　
　
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

　
　
第
四
項
　
精
度
管
理
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
精
度
管
理
責
任
者
に
よ
る
精
度
管
理
業
務
は
、
少
な
く
と
も

　
　
　
　
月
一
目
以
上
衛
生
検
査
所
に
赴
い
て
行
え
ば
良
い
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
2
　
外
部
精
度
管
理
調
査
に
必
ず
し
も
参
加
す
る
必
要
は
な
い
こ

　
　
　
　
と
。

　
　
　
3
　
検
査
案
内
書
の
表
紙
に
血
清
分
離
の
み
を
行
う
旨
が
明
記
さ

　
　
　
　
れ
て
い
る
こ
と
．

　
　
第
五
項
　
そ
の
他

　
　
　
　
登
録
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
申
請
書
の
「
検
査
業
務
の
内

　
　
　
容
」
の
欄
に
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

i
第
四
章
　
そ
の
他

　
第
一
節
　
防
疫
条
例
と
の
関
係
に
関
す
る
事
項

　
　
　
細
菌
、
病
原
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
都

　
　
道
府
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
防
疫
上
の
観
点
か
ら
制
定

　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衛
生
検
査
所
の
制
度
は
医
療
面
に
お
け
る
検

　
　
査
業
務
の
適
正
を
図
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
条
例

　
　
に
よ
る
施
設
開
設
の
許
可
等
と
衛
生
検
査
所
の
登
録
と
を
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
行
政
目
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
運
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
第
二
節
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
に
関

　
　
　
　
　
す
る
事
項

　
　
第
一
項
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て

　
　
　
1
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
は
、
衛
生
検
査
所
が
人
体
か
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ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
業
と

　
　
し
て
行
う
場
所
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
衛
生
検
査
所

　
　
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
で
密

　
　
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
「
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
」

　
　
と
定
義
し
た
も
の
で
あ
り
、
患
者
の
体
内
に
注
入
し
て
検
査
を

　
　
行
う
も
の
は
除
か
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
現
在
、
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
検
体
検
査

　
　
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
六
種
類
で
あ
る

　
　
こ
と
。

　
　
　
水
素
ω
（
。
＝
）
、
鉄
8
（
、
．
．
ぼ
）
、
コ
バ
ル
ト
㎝
刈
（
．
、
O
。
）
、

　
　
セ
レ
ン
誤
（
．
、
o
。
Φ
）
、
ヨ
ウ
素
一
謡
（
一
。
、
H
）
及
び
ヨ
ウ
素
一
ω
H

　
　
（
、
ω
、
H
）

　
　
　
な
お
、
規
則
及
び
告
示
第
十
六
号
の
別
表
で
定
め
て
い
る
検

　
　
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、

　
　
今
後
、
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
呑
可
能
性
が
あ
る
も

　
　
の
等
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
項
　
構
造
設
備
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

　
1
　
告
示
第
十
六
号
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
衛
生
検
査
所
の

　
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
室
、
貯
蔵
施
設
、
運
搬

　
　
容
器
及
ぴ
廃
棄
施
設
の
構
造
設
備
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
四

　
　
章
に
お
い
て
診
療
用
放
射
線
の
防
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い

　
　
る
規
定
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
衛
生
検
査
所
に
お
い

　
　
て
は
、
検
体
検
査
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
衛
生
検

　
　
査
所
に
お
け
る
放
射
線
防
護
の
対
象
は
、
検
査
従
事
者
等
で
あ

　
　
る
こ
と
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
放
射
線

　
　
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
1

　
2
　
医
療
法
施
行
規
則
の
規
定
と
の
主
な
相
違
点
は
、
次
の
と
お

　
　
り
で
あ
る
こ
と
。

（
1
）
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
室
に
お
い
て
は
、

　
　
準
備
室
を
設
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
。

（
2
）
　
汚
染
又
は
被
ば
く
を
防
止
す
る
た
め
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

　
　
ス
、
遠
隔
操
作
装
置
と
い
う
例
示
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
。

第
三
項
　
管
理
組
織
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

　
　
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
に
つ
い
，
て
検
査
を
業
と

　
　
し
て
行
う
場
所
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
衛
生
検
査
所

　
　
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
で
密

　
　
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
「
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
」

　
　
と
定
義
し
た
も
の
で
あ
り
、
患
者
の
体
内
に
注
入
し
て
検
査
を

　
　
行
う
も
の
は
除
か
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
現
在
、
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
検
体
検
査

　
　
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
六
種
類
で
あ
る

　
　
こ
と
。
、

　
　
　
水
素
ω
（
ゴ
）
、
鉄
㎝
O
（
、
．
．
ぽ
）
、
コ
バ
ル
ト
㎝
刈
（
訓
、
O
o
）
、

　
　
セ
レ
ン
誤
（
．
、
し
∩
。
）
、
ヨ
ウ
素
一
謡
（
、
。
、
H
）
及
び
ヨ
ウ
素
お
一

　
　
（
．
コ
、
H
）

　
　
　
な
お
、
規
則
及
び
告
示
第
十
六
号
の
別
表
で
定
め
て
い
る
検

　
　
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、

　
　
今
後
、
衛
生
検
査
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も

　
　
の
等
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
。

第
ご
項
　
構
造
設
備
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

　
1
　
告
示
第
十
六
号
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
衛
生
検
査
所
の

　
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
室
、
貯
蔵
施
設
、
運
搬

　
　
容
器
及
び
廃
棄
施
設
の
構
造
設
備
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
四

　
　
章
に
お
い
て
診
療
用
放
射
線
の
防
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い

　
　
る
規
定
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
衛
生
検
査
所
に
お
い

　
　
て
は
、
検
体
検
査
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
衛
生
検

　
　
査
所
仁
お
け
る
放
射
線
防
護
の
対
象
は
、
検
査
従
事
者
等
で
あ

　
　
る
こ
と
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
放
射
線

　
　
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
医
療
法
施
行
規
則
の
規
定
と
の
主
な
相
違
点
は
、
次
の
と
お

　
　
り
で
あ
る
こ
と
。

（
1
）
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
室
に
お
い
て
は
、

　
　
準
備
室
を
設
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
。

（
2
）
　
汚
染
又
は
被
ば
ぐ
を
防
止
す
る
た
め
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

　
　
ス
、
遠
隔
操
作
装
置
と
い
う
例
示
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
。

第
三
項
　
管
理
組
織
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
で



別添

1
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
の
管

　
理
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
医
務
局
長
通
知
（
昭
和
五
十
六
年

　
三
月
二
日
医
発
第
二
二
四
号
「
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

　
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ

　
い
て
」
）
本
文
の
4
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
．

2
　
管
理
者
が
臨
床
検
査
技
師
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
導
監
督
の

　
た
め
に
選
任
さ
れ
た
医
師
が
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
等
に
お

　
い
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
措
置
を
直
ち
に
講
じ
る
よ
う
、
衛

　
生
検
査
所
に
医
師
が
常
駐
す
る
か
又
は
常
時
医
師
が
衛
生
検
査

　
所
の
安
全
管
理
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と

　
を
可
能
と
す
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
．

第
四
項
　
そ
の
他
　
　
　
　
『

　
　
管
理
者
が
臨
床
検
査
技
師
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
管
理

　
者
の
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
登
録
の

　
申
請
等
に
あ
た
っ
て
添
付
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

第
三
節
　
そ
の
他

　
1
　
衛
生
検
査
所
の
広
告
等
に
つ
い
て
は
、

登
録
の
内
容
と
な
っ
た

別
紙

検
査
業
務
を
法
第
二
条
及
び
規
則
別
表
第
一
中
欄
に
掲
げ
る
検
査

　
の
内
容
の
区
分
に
従
っ
て
具
体
的
か
つ
明
瞭
に
標
榜
す
る
こ
と
に

　
よ
り
、
当
該
衛
生
検
査
所
が
適
正
に
行
い
得
る
検
査
業
務
を
明
示

　
す
る
よ
う
開
設
者
に
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
の
旨
を
標
榜
す
る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

2
．
規
則
第
十
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
組
織
運

　
営
規
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
準
則
を
別
紙
の
と
お
り
示
し
て
お
く

　
の
で
、
当
該
規
程
の
作
成
に
際
し
て
の
参
考
と
さ
れ
た
い
こ
と
。

（
目
的
）

第
一
条

衛
生
検
査
所
組
織
運
営
規
程
準
則

第
一
章
　
総
則

こ
の
規
程
は
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
の

　
　
　
1
　
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検
査
所
の
管

　
　
　
　
理
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
医
務
局
長
通
知
（
昭
和
五
十
六
年

　
　
　
　
三
月
二
日
医
発
第
二
二
四
号
「
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

　
　
　
　
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ

　
　
　
　
い
て
」
）
本
文
の
4
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

　
　
　
2
　
管
理
者
が
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技
師
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
に
は
、
指
導
監
督
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
医
師
が
、
事
故
が
発

　
　
　
　
生
し
た
場
合
等
に
お
い
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
措
置
を
直
ち

　
　
　
　
に
講
じ
る
よ
う
、
衛
生
検
査
所
に
医
師
が
常
駐
す
る
か
又
は
常

　
　
　
　
時
医
師
が
衛
生
検
査
所
の
安
全
管
理
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要

　
　
　
　
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
指

　
　
　
　
導
さ
れ
た
い
こ
と
．

　
　
第
四
項
　
そ
の
他

　
　
　
　
管
理
者
が
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技
師
で
あ
る
場
合
に

　
　
　
は
、
そ
の
者
が
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証

　
　
　
す
る
書
面
を
登
録
の
申
請
等
に
あ
た
っ
て
添
付
す
る
よ
う
に
指
導

　
　
　
さ
れ
た
い
二
と
。

　
第
三
節
　
そ
の
他

　
　
1
　
衛
生
検
査
所
の
広
告
等
に
つ
い
て
は
、
登
録
の
内
容
と
な
っ
た

　
　
　
検
査
業
務
を
法
第
二
条
第
二
項
の
区
分
に
従
っ
て
具
体
的
か
つ
明

　
　
　
瞭
に
標
榜
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
衛
生
検
査
所
が
適
正
に
行
い

　
　
　
得
る
検
査
業
務
を
明
示
す
る
よ
う
開
設
者
に
指
導
さ
れ
た
い
こ

　
　
　
と
。

　
　
　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
　
の
旨
を
標
榜
す
る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

　
　
2
　
規
則
第
十
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
組
織
運

　
　
　
営
規
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
準
則
を
別
紙
の
と
お
り
示
し
て
お
く

　
　
　
の
で
、
当
該
規
程
の
作
成
に
際
し
て
の
参
考
と
さ
れ
た
い
こ
と
。

リ
モ

ロ
刀
剤

　
　
　
衛
生
検
査
所
組
織
運
営
規
程
準
則

　
　
　
第
一
章
　
総
則
、

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る



別添

つ
と
り
、

て
定
め
、

当
衛
生
検
査
所
の
よ
る
べ
き
組
織
及
び
運
営
の
基
準
に
つ
い

も
っ
て
検
査
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
法
令
の
遵
守
）

第
二
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
常
に
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施

　
行
規
則
第
十
二
条
に
定
め
る
衛
生
検
査
所
の
登
録
基
準
以
上
の
状
態
に

　
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
技
術
の
維
持
向
上
）

第
三
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
技
術
の
維
持
向
上
に
必
要
な
措
置
を

　
積
極
的
に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。

（
公
共
に
対
す
る
協
力
義
務
）

第
四
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
公
共
に
対
す
る
責
務
を
自
覚
し
、
国
又
は

　
都
道
府
県
の
医
療
、
公
衆
衛
生
の
行
政
に
積
極
的
に
協
力
す
る
ほ
か
、

　
そ
の
行
政
指
導
を
遵
守
す
る
。

　
　
　
第
二
章
　
組
織
及
ぴ
職
務

（
管
理
者
）

第
五
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
管
理
者
と
し
て
、
衛
生
検
査
に
関
し
相
当

　
の
経
験
を
有
す
る
医
師
を
置
く
。
（
注
1
）

2
　
管
理
者
は
、
検
査
業
務
に
従
事
す
る
者
の
業
務
分
担
を
明
ら
か
に

　
し
、
当
衛
生
検
査
所
の
行
う
検
査
業
務
（
検
体
の
受
領
、
搬
送
等
の
業

　
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
を
統
括
す
る
。

3
　
管
理
者
は
、
精
度
管
理
責
任
者
か
ら
精
度
管
理
の
実
施
状
況
等
に
つ

　
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
開
設
者
に
対
し
て
、
随
時
、
精
度
管

　
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
。

4
　
管
理
者
は
、
前
項
の
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限

　
が
附
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
精
度
管
理
責
任
者
）

第
六
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
精
度
管
理
に
関
す
る
責
任
者
と
し
て
、
検

　
査
業
務
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
精
度
管
理
に
関
し
て
相

　
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
医
師
を
置
く
。
（
注
2
）

2
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
専
ら
精
度
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
者
と
す

　
る
。

3
　
精
度
管
理
責
任
者
は
各
検
査
の
作
業
工
程
ご
と
に
精
度
管
理
に
つ
い

　
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
当
衛
生
検
査
所
の
よ
る
べ
き
組
織
及
び
運

　
営
の
基
準
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
検
査
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
を

　
目
的
と
す
る
。

（
法
令
の
遵
守
）

第
二
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
常
に
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等

　
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
に
定
め
る
衛
生
検
査
所
の
登
録
基

　
準
以
上
の
状
態
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
技
術
の
維
持
向
上
）

第
三
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
技
術
の
維
持
向
上
に
必
要
な
措
置
を

　
積
極
的
に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。

（
公
共
に
対
す
る
協
力
義
務
）

第
四
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
公
共
に
対
す
る
責
務
を
自
覚
し
、
国
又
は

　
都
道
府
県
の
医
療
、
公
衆
衛
生
の
行
政
に
積
極
的
に
協
力
す
る
ほ
か
、

　
そ
の
行
政
指
導
を
遵
守
す
る
。

　
　
　
第
二
章
　
組
織
及
び
職
務

（
管
理
者
）

第
五
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
管
理
者
と
し
て
、
衛
生
検
査
に
関
し
相
当

　
の
経
験
を
有
す
る
医
師
を
置
く
。
（
注
1
）

2
　
管
理
者
は
、
検
査
業
務
に
従
事
す
る
者
の
業
務
分
担
を
明
ら
か
に

　
し
、
当
衛
生
検
査
所
の
行
う
検
査
業
務
（
検
体
の
受
領
、
搬
送
等
の
業

　
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
を
統
括
す
る
．

3
　
管
理
者
は
、
精
度
管
理
責
任
者
か
ら
精
度
管
理
の
実
施
状
況
等
に
つ

　
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
開
設
者
に
対
し
て
、
随
時
、
精
度
管

　
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
。

4
　
管
理
者
は
、
前
項
の
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限

　
が
附
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
精
度
管
理
責
任
者
）

第
六
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
精
度
管
理
に
関
す
る
責
任
者
と
し
て
、
検

　
査
業
務
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
精
度
管
理
に
関
し
て
相

　
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
医
師
を
置
く
。
（
注
2
）

2
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
専
ら
精
度
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
者
と
す

　
る
。

3
　
精
度
管
理
責
任
者
は
各
検
査
の
作
業
工
程
ご
と
に
精
度
管
理
に
つ
い
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て
の
担
当
者
が
指
定
さ
れ
、
組
織
上
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
同
担

　
当
者
等
の
統
括
、
指
導
等
を
通
じ
て
、
精
度
管
理
が
日
々
組
織
的
か
つ

　
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

4
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も

　
に
、
精
度
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
管
理

　
者
に
報
告
を
行
う
。
　
　
．
　
　
　
　
　
・

　
　
　
第
三
章
　
業
務

（
検
査
業
務
の
内
容
）

第
七
条
　
当
衛
生
検
査
所
の
行
う
検
査
藁
務
の
内
容
は
、
○
○
検
査
、
○

　
○
検
査
、
○
○
検
査
及
ぴ
○
○
検
査
と
す
る
。

（
検
査
業
務
の
実
施
）
（
注
3
）

第
八
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
案
内
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
各

　
作
業
工
程
ご
と
に
定
め
た
次
の
標
準
作
業
書
に
基
づ
い
て
検
査
業
務
を

　
行
う
。

　
一
　
検
体
受
領
標
準
作
業
書

　
二
　
検
体
搬
送
標
準
作
業
書

　
三
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書

　
四
　
血
清
分
離
標
準
作
業
書

　
五
　
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書

　
六
　
測
定
標
準
作
業
書

2
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
日
々
の
業
務
内
容
を
記
録
す
る
た
め
、

　
業
日
誌
を
作
成
す
る
。

　
　
　
検
体
受
領
作
業
日
誌

　
　
　
検
体
搬
送
作
業
日
誌

　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌

　
　
　
血
清
分
離
作
業
日
誌

　
　
　
検
査
機
器
保
守
管
理
作
業
日
誌

　
　
　
測
定
作
業
日
誌

　
四
　
外
部
精
度
管
理
台
帳

　
一
　
委
託
検
査
管
理
台
帳

　
二
　
試
薬
管
理
台
帳

　
三
　
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳

　
一

　
二

　
三

　
四

　
五

　
六3

　
当
衛
生
検
査
所
は
、
次
の
台
帳
を
作
成
す
る
．

次
の
作

　
　
て
の
担
当
者
が
指
定
さ
れ
、
組
織
上
明
示
さ
れ
て
い
6
こ
と
及
び
同
担

　
当
者
等
の
統
括
、
指
導
等
を
通
じ
て
、
精
度
管
理
が
日
々
組
織
的
か
つ

　
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
、

　
4
　
精
度
管
理
責
任
者
は
、
精
度
管
理
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も

　
　
に
、
精
度
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
管
理

　
者
に
報
告
を
行
う
。

　
　
　
第
三
章
　
業
務

・
（
検
査
業
務
の
内
容
）

第
七
条
　
当
衛
生
検
査
所
の
行
う
検
査
業
務
の
内
容
は
、
○
○
検
査
、
○

　
　
○
検
査
、
○
○
検
査
及
び
○
○
検
査
と
す
る
。

　
（
検
査
業
務
の
実
施
）
（
注
3
）

第
八
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
検
査
案
内
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
各

　
、
作
業
工
程
ご
と
に
定
め
た
次
の
標
準
作
業
書
に
基
づ
い
て
検
査
業
務
を

　
行
う
。

　
一
　
検
体
受
領
標
準
作
業
書

　
二
　
検
体
搬
送
標
準
作
業
書

　
三
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書

　
四
　
血
清
分
離
標
準
作
業
書

　
五
　
検
査
機
器
保
守
管
理
標
準
作
業
書

　
六
　
測
定
標
準
作
業
書

2
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
日
々
の
業
務
内
容
を
記
録
す
る
た
め
、

　
業
日
誌
を
作
成
す
る
．

　
　
　
検
体
受
領
作
業
日
誌

　
　
　
検
体
搬
送
作
業
日
誌

　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌

　
　
　
血
清
分
離
作
業
日
誌

　
　
　
検
査
機
器
保
守
管
理
作
業
日
誌

　
　
　
測
定
作
業
日
誌

　
四
　
外
部
精
度
管
理
台
帳

　
一
　
委
託
検
査
管
理
台
帳

　
二
　
試
薬
管
理
台
帳

　
三
　
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳

　
一

　
二

　
三

　
四

　
五

　
六3

　
当
衛
生
検
査
所
は
、
次
の
台
帳
を
作
成
す
る
。

次
の
作
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五
　
検
査
結
果
報
告
台
帳

　
六
　
苦
情
処
理
台
帳

（
記
録
）

第
九
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
第
八
条
に
定
め
る
各
作
業
日
誌
及
び
各
台

　
帳
を
二
年
間
保
存
す
る
。

（
精
度
管
理
）

第
一
〇
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
第
八
条
に
定
め
る
標
準
作
業
書
等
に
基

　
づ
き
、
適
切
な
内
部
精
度
管
理
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も

　
年
一
回
は
、
○
○
○
及
び
○
○
○
が
行
う
外
部
精
度
管
理
調
査
に
参
加

　
す
る
。

　
　
な
お
、
そ
れ
以
外
の
外
部
精
度
管
理
調
査
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る

　
よ
う
努
め
る
。

（
職
員
の
研
修
）

第
一
一
条
．
当
衛
生
検
査
所
は
、
職
員
に
必
要
な
研
修
を
行
わ
せ
る
。

（
検
査
結
果
の
確
認
）

第
一
二
条
　
臨
床
検
査
技
師
以
外
の
者
が
行
っ
た
検
査
ゼ
測
定
に
つ
い
て

　
は
、
管
理
者
、
臨
床
検
査
技
師
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ

　
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
結
果
の
報
告
）

第
一
三
条
・
当
衛
生
検
査
所
が
委
託
元
に
対
し
て
行
う
検
査
結
果
の
報
告

　
は
、
検
査
・
測
定
年
月
日
及
び
検
査
・
測
定
責
任
者
名
又
は
苦
情
処
理
■

　
担
当
者
名
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
当
衛
生
検
査
所
が
、
検
査
・
測
定
を
外
部
委
託
し
て
い
る
場
合
の
委

　
託
元
に
対
す
る
検
査
結
果
報
告
書
に
は
、
最
終
委
託
先
名
を
記
載
す

　
る
。

（
廃
棄
物
等
の
処
理
）

第
一
四
条
　
検
査
・
測
定
後
の
検
体
、
使
用
後
の
試
薬
、
廃
棄
物
並
び
に

　
廃
水
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
に
従
う
ほ
か
、
特
に
公
衆
衛

　
生
上
他
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
細
則
）

第
一
五
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
細
則
で

　
五
　
検
査
結
果
報
告
台
帳

　
六
　
苦
情
処
理
台
帳

（
記
録
）

第
九
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
第
八
条
に
定
め
る
各
作
業
日
誌
及
び
各
台

　
帳
を
二
年
間
保
存
す
る
。

（
精
度
管
理
）

第
一
〇
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
第
八
条
に
定
め
る
標
準
作
業
書
等
に
基

　
づ
き
、
適
切
な
内
部
精
度
管
理
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も

　
年
一
回
は
、
○
O
O
及
び
○
○
○
が
行
う
外
部
精
度
管
理
調
査
に
参
加

　
す
る
。

　
　
な
お
、
そ
れ
以
外
の
外
部
精
度
管
理
調
査
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る

　
よ
う
努
め
る
。

（
職
員
の
研
修
）

第
一
一
条
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
職
員
に
必
要
な
研
修
を
行
わ
せ
る
。

（
検
査
結
果
の
確
認
）

第
一
二
条
　
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技
師
以
外
の
者
が
行
っ
た
検

　
査
・
測
定
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
、
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技

　
師
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
検
査
結
果
の
報
告
）

第
一
三
条
　
当
衛
生
検
査
所
が
委
託
元
に
対
し
て
行
う
検
査
結
果
の
報
告

　
は
、
検
査
・
測
定
年
月
日
及
び
検
査
・
測
定
責
任
者
名
又
は
苦
情
処
理

　
担
当
者
名
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
当
衛
生
検
査
所
が
、
検
査
・
測
定
を
外
部
委
託
し
て
い
る
場
合
の
委

　
託
元
に
対
す
る
検
査
結
果
報
告
書
に
は
、
最
終
委
託
先
名
を
記
載
す

　
る
。

（
廃
棄
物
等
の
処
理
）

第
一
四
条
　
検
査
・
測
定
後
の
検
体
、
使
用
後
の
試
薬
、
廃
棄
物
並
び
に

　
廃
水
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
に
従
う
ほ
か
、
特
に
公
衆
衛

　
生
上
他
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
細
則
）

第
一
五
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
細
則
で
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定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
注
1
）
　
管
理
者
と
し
て
臨
床
検
査
技
師
を
置
く
場
合
は
、
　
「
医
師
」

　
　
　
を
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
す
る
と
と
も
に
、
本
条
に
次
の
一
項

　
　
　
を
加
え
る
。

　
　
　
　
2
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
嘱
託
と
し
て
、
当
衛
生
検
査
所
の

　
　
　
　
　
検
査
業
務
を
指
導
監
督
す
る
医
師
を
置
く
。

（
注
2
）
　
精
度
管
理
責
任
者
と
し
て
臨
床
検
査
技
師
を
置
く
場
合
は
、

　
　
　
「
医
師
」
を
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
す
る
。

（
注
3
）

（
1
）
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
外

　
部
精
度
管
理
調
査
に
必
ず
し
も
参
加
す
る
こ
と
を
要
せ

　
ず
、
ま
た
、
次
の
書
類
の
作
成
を
要
し
な
い
。

　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書

　
測
定
標
準
作
業
書

　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌

　
測
定
作
業
日
誌

　
試
薬
管
理
台
帳

　
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳

（
2
）
血
清
分
離
を
行
わ
な
い
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
血

　
清
分
離
標
準
作
業
書
及
び
血
清
分
離
作
業
日
誌
の
作
成
を

　
要
し
な
い
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
注
1
）
　
管
理
者
と
し
て
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技
師
を
置
く

　
　
　
場
合
は
、
　
「
医
師
」
を
「
臨
床
検
査
技
師
」
又
は
「
衛
生
検
査

　
　
　
技
師
」
と
す
る
と
と
も
に
、
本
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
　
　
2
　
当
衛
生
検
査
所
は
、
嘱
託
と
し
て
、
当
衛
生
検
査
所
の

　
　
　
　
　
検
査
業
務
を
指
導
監
督
す
る
医
師
を
置
く
。

（
注
2
）
　
精
度
管
理
責
任
者
と
し
て
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技

　
　
　
師
を
置
く
場
合
は
、
　
「
医
師
」
を
「
臨
床
検
査
技
師
」
又
は
「

　
　
　
衛
生
検
査
技
師
」
と
す
る
。

（
注
3
）
（
1
）
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
外

　
　
　
　
　
部
精
度
管
理
調
査
に
必
ず
し
も
参
加
す
る
こ
と
を
要
せ

　
　
　
　
　
ず
、
ま
た
、
次
の
書
類
の
作
成
を
要
し
な
い
。

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
標
準
作
業
書

　
　
　
　
　
測
定
標
準
作
業
書

　
　
　
　
　
検
体
受
付
及
び
仕
分
作
業
日
誌

　
　
　
　
　
測
定
作
業
日
誌

　
　
　
　
　
試
薬
管
理
台
帳

　
　
　
　
　
統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳

　
　
　
（
2
）
血
清
分
離
を
行
わ
な
い
衛
生
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
血

　
　
　
　
　
清
分
離
標
準
作
業
書
及
び
血
清
分
離
作
業
日
誌
の
作
成
を

　
　
　
　
　
要
し
な
い
。



恭露卿

◎
　
　
「
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
つ
い
て
（
平
成
五
年
二
月
十
五
日
健
政
発
第
九
十
八
号
）
．
」

新
旧
対
照
表
（
抄
）

　
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

第
三
　
業
務
委
託
に
関
す
る
事
項

　
1
（
略
）

　
2
　
検
体
検
査
の
業
務
（
新
省
令
第
九
条
の
八
関
係
）

　
（
1
）
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者
の
基

　
　
　
準
（
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
関
係
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・

　
　
　
ア
　
人
員
に
関
す
る
事
項

　
　
　
（
ア
）
受
託
業
務
の
責
任
者
（
以
下
　
「
受
託
責
任
者
」
）
と
い

　
　
　
　
　
う
。
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
相
当
の

　
　
　
　
　
経
験
と
は
、
原
則
と
し
て
三
年
以
上
の
検
査
業
務
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
の
実
務
経
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
（
イ
）
受
託
業
務
を
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師
（
以
下
「
指
導

　
　
　
　
　
監
督
医
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
・

　
　
　
　
　
、
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
監

　
　
　
　
　
督
医
は
、
検
査
業
務
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有

　
　
　
　
　
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
な
お
、
受
託
責
任
者
と
し
て
、
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に

　
　
　
　
　
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指
導
監
督
医
が
選
任

　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
要
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
（
ウ
）
従
事
者
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
必
要
な

　
　
　
　
　
数
と
は
、
受
託
す
る
検
査
の
種
類
、
数
等
の
実
情
に
応
じ
た

　
　
　
　
必
要
数
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
（
エ
）
専
ら
精
度
管
理
を
職
務
と
す
る
者
（
以
下
「
精
度
管
理
責

　
　
　
　
　
任
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
a
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
検
査

　
　
　
　
　
業
務
に
関
す
る
相
当
の
経
験
ど
は
、
検
査
業
務
（
受
託
業

　
　
　
　
　
務
の
全
て
を
含
む
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
）
に
つ
い
て

第
三
　
業
務
委
託
に
関
す
る
事
項

　
1
（
略
）

．
2
　
検
体
検
査
の
業
務
（
新
省
令
第
九
条
の
八
関
係
）

　
（
1
）
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者
の
基

　
　
　
準
（
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
関
係
）

　
　
　
ア
　
人
員
に
関
す
る
事
項
・

　
　
　
（
ア
）
受
託
業
務
の
責
任
者
（
以
下
　
「
受
託
責
任
者
」
）
と
い

　
　
　
　
　
う
。
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
相
当
の

　
　
　
　
　
経
験
と
は
、
原
則
と
し
て
三
年
以
上
の
検
査
業
務
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
の
実
務
経
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
（
イ
）
受
託
業
務
を
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師
（
以
下
「
指
導

　
　
　
　
　
監
督
医
」
と
い
う
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
監

　
　
　
　
　
督
医
は
、
検
査
業
務
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有

　
　
　
　
　
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
な
お
、
受
託
責
任
者
と
し
て
、
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に

　
　
　
　
　
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指
導
監
督
医
が
選
任

　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
．
要
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
（
ウ
）
従
事
者
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
必
要
な

　
　
　
　
　
数
と
は
、
受
託
す
る
検
査
の
種
類
、
数
等
の
実
情
に
応
じ
た

　
　
　
　
　
必
要
数
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
（
エ
）
専
ら
精
度
管
理
を
職
務
と
す
る
者
（
以
下
「
精
度
管
理
責

　
　
　
　
　
任
者
」
と
い
う
．
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
a
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
検
査

　
　
　
　
　
業
務
に
関
す
る
相
当
の
経
験
と
は
、
検
査
業
務
（
受
託
業

　
　
　
　
　
務
砂
全
て
を
含
む
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
）
に
つ
い
て



別添

　
　
の
六
年
以
上
の
実
務
経
験
（
次
の
精
度
管
理
に
つ
い
て
の

　
　
実
務
経
験
を
含
む
こ
と
。
）
を
い
う
．
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ま
た
、
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

　
　
る
精
度
管
理
に
関
す
る
相
当
の
知
識
及
び
経
験
と
は
、
検

　
　
査
業
務
の
全
て
の
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
精
通

　
　
し
て
い
る
こ
と
及
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
三
年
以
上
の

　
　
実
務
経
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
検
査
業
務
に
関
し
て
学

　
　
会
誌
に
論
文
を
発
表
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

　
　
こ
と
。

　
　
b
精
度
管
理
は
日
々
適
正
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と

　
　
■
か
ら
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に

　
　
常
勤
す
る
者
・
（
他
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業

　
　
し
て
い
な
い
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
受
託
す
る
検
査
の
種
類
や
数
等
の
実
情
に
応
じ

　
　
て
、
精
度
管
理
責
任
者
を
非
常
勤
の
者
と
す
る
こ
と
も
可

　
　
能
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
精
度
管
理
が

　
　
日
々
適
正
に
行
わ
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
少

　
　
な
く
と
も
週
に
一
目
（
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
月
に
一
日
）
は
受
託
業
務
を
行
う

　
　
場
所
に
赴
き
、
精
度
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
。

　
　
c
精
度
管
理
責
任
者
は
、
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第

　
　
三
号
に
規
定
す
る
と
お
り
、
専
ら
精
度
管
理
を
職
務
と
す

　
　
る
者
で
あ
っ
て
、
受
託
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る

　
　
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
精
度
管
理
責
任
者
が
常
勤
の
者
で
あ
る
と
き

　
　
は
、
精
度
管
理
の
業
務
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
受
、

　
　
託
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
　
と
す
る
こ
と
。

イ
　
構
造
・
設
備
に
関
す
る
事
項

（
ア
）
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
電
気
冷

　
　
蔵
庫
、
電
気
冷
凍
庫
及
び
遠
心
器
を
有
す
れ
ば
足
り
る
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と
。

　
　
の
六
年
以
上
の
実
務
経
験
（
次
の
精
度
管
理
に
つ
い
て
の

　
　
実
務
経
験
を
含
む
こ
と
。
）
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ま
た
、
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

　
　
る
精
度
管
理
に
関
す
る
相
当
の
知
識
及
び
経
験
と
は
、
検

　
・
査
業
務
の
全
て
の
作
業
工
程
に
お
け
る
精
度
管
理
に
精
通

　
　
し
て
い
る
こ
と
及
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
三
年
以
上
の

　
　
実
務
経
験
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
検
査
業
務
に
関
し
て
学

　
　
会
誌
に
論
文
を
発
表
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

　
　
こ
と
。

　
　
b
精
度
管
理
縁
日
々
適
正
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と

　
’
か
ら
、
精
度
管
理
責
任
者
は
、
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に

　
　
常
勤
す
る
者
（
他
の
医
療
機
関
、
衛
生
検
査
所
等
に
就
業

　
　
し
て
い
な
い
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
受
託
す
る
検
査
の
種
類
や
数
等
の
実
情
に
応
じ

　
　
て
、
精
度
管
理
責
任
者
を
非
常
勤
の
者
と
す
る
こ
と
も
可

　
　
能
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
精
度
管
理
が

　
　
日
々
適
正
に
行
わ
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
少

　
　
な
く
と
も
週
に
一
日
（
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
月
に
一
日
）
は
受
託
業
務
を
行
う

　
　
場
所
に
赴
き
、
精
度
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
。

　
　
c
精
度
管
理
責
任
者
は
、
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第

　
　
三
号
に
規
定
す
る
と
お
り
、
専
ら
精
度
管
理
を
職
務
と
す

　
　
る
者
で
あ
っ
て
、
受
託
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る

　
　
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
精
度
管
理
責
任
者
が
常
勤
の
者
で
あ
る
と
き

　
　
は
、
精
度
管
理
の
業
務
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
受

　
　
託
業
務
の
各
作
業
工
程
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
　
と
す
る
こ
と
。

イ
　
構
造
・
設
備
に
関
す
る
事
項

　
　
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
電
気
冷

　
蔵
庫
、
電
気
冷
凍
庫
及
び
遠
心
器
を
有
す
れ
ば
足
り
る
も
の

　
で
あ
る
こ
と
。



ノ

恭∬卿

　
　
な
お
、
施
設
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
検
体
検
査
業
務
を

　
委
託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
と
受
託
者
の
契
約
に

　
よ
り
明
確
に
す
る
も
の
と
し
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
検

　
査
用
機
械
器
具
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
器
具
の

　
賃
貸
借
に
つ
い
て
も
、
契
約
に
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
．

（
イ
）
微
生
物
学
的
検
査
の
う
ち
、
病
原
体
遺
伝
子
検
査
の
検
査

用
機
械
器
具
は
、
当
該
検
査
の
前
処
理
の
工
程
ま
で
専
用
と

　
　
さ
れ
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ウ
　
運
営
に
関
す
る
事
項

（
ア
）
標
準
作
業
書

　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
作

　
　
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
留
意
点
は
、
　
「
臨
床
検
査
技
師
・

　
　
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五

　
　
日
付
け
健
政
発
第
二
六
二
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
通
知
）

　
　
」
別
添
の
衛
生
検
査
所
指
導
要
領
（
以
下
「
衛
生
検
査
所
指

　
　
導
要
領
」
と
い
う
。
）
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
。

（
イ
）
業
務
案
内
書

　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
案

　
　
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
留
意
点
に
つ
い
て
は
、
衛
生
検

　
　
査
所
指
導
要
領
の
検
査
案
内
書
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
旨
を
業
務
案
内
書
の
表
紙
に
明
記
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で

　
　
あ
る
こ
と
。

工
　
従
事
者
の
研
修
に
関
す
る
事
項

　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
ヒ
号
に
規
定
す
る
研
修
は
、

　
検
体
検
査
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能

　
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
研

　
修
で
あ
る
こ
と
。

①
各
標
準
作
業
書
の
記
載
事
項

　
②
患
者
の
秘
密
の
保
持

③
受
託
責
任
者
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
、
医
師
法
、
臨
床
検

　
　
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
等
の
医
療
関
係
法
規
及
ぴ
労
働
関

　
な
お
、
施
設
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
検
体
検
査
業
務
を
委

託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
と
受
託
者
の
契
約
に
よ
り

明
確
に
す
る
も
の
と
し
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
検
査
用
機

械
器
具
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
器
具
の
賃
貸
借
に

つ
い
て
も
、
契
約
に
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
．

ウ
　
運
営
に
関
す
る
事
項

（
ア
）
標
準
作
業
書

　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
作

　
　
業
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
留
意
点
は
、
　
「
臨
床
検
査
技
師

　
　
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五

　
．
日
付
け
健
政
発
第
二
六
二
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
通
知
）

　
　
」
別
添
の
衛
生
検
査
所
指
導
要
領
（
以
下
「
衛
生
検
査
所
指

　
　
導
要
領
」
と
い
う
．
）
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
。

（
イ
）
業
務
案
内
書

　
　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
案

　
　
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
留
意
点
に
つ
い
て
は
、
衛
生
検

　
　
査
所
指
導
要
領
の
検
査
案
内
書
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
血
清
分
離
の
み
を
請
負
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
旨
を
業
務
案
内
書
の
表
紙
に
明
記
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で

　
　
あ
る
こ
と
。

エ．

]
事
者
の
研
修
に
関
す
る
事
項

　
　
新
省
令
第
九
条
の
八
第
一
項
第
ヒ
号
に
規
定
す
る
研
修
は
、

　
検
体
検
査
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能

　
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
研

　
修
で
あ
る
こ
と
。
・

　
①
各
標
準
作
業
書
の
記
載
事
項

　
②
患
者
の
秘
密
の
保
持

　
③
　
受
託
責
任
者
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
、
医
師
法
、
臨
床
検

　
　
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
等
の
医
療
関
係
法
規
及
び
労
働
関



別添

　
　
　
係
法
規

（
2
）
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者

　
の
基
準
（
新
省
令
第
九
条
の
八
第
二
項
関
係
）

　
　
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者

　
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
①
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

　
　
七
十
六
号
）
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
衛
生

　
　
検
査
所
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

3
～

10④③②

保
健
所
の
開
設
者

検
疫
所
の
開
設
者

犯
罪
鑑
識
施
設
の
開
設
者

（
略
）

　
　
　
係
法
規

（
2
）
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者

　
の
基
準
（
新
省
令
第
九
条
の
八
第
二
項
関
係
）

　
　
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者

　
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
①
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

　
　
七
十
六
号
）
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
衛
生

　
　
検
査
所
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

3
～

10④③②

保
健
所
の
開
設
者

検
疫
所
の
開
設
者

犯
罪
鑑
識
施
設
の
開
設
者

（
略
）




